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琉
球
処
分
を
め
ぐ
る
李
鴻
章
の
外
交
基
軸

　
― 
琉
球
存
続
と
分
島
改
約
案

山
　
城
　
智
　
史

一
．
は
じ
め
に

明
治
政
府
が
断
行
し
た
琉
球
処
分
は
、
日
本
と
琉
球
に
限
定
さ
れ
た
問
題
で
は
な
く
、
琉
球
と
冊
封
・
朝
貢
関
係
を

築
い
て
い
た
清
朝
外
交
に
も
影
響
を
与
え
た
。
明
治
政
府
に
よ
る
琉
球
の
中
国
へ
の
朝
貢
禁
止
命
令
を
き
っ
か
け
に
、

清
朝
の
初
代
駐
日
公
使
・
何
如
璋
は
明
治
政
府
に
抗
議
文
を
送
っ
た
。
ま
た
、
何
如
璋
は
清
朝
に
も
報
告
し
、
日
本
の

琉
球
併
合
に
よ
る
朝
鮮
・
台
湾
へ
の
影
響
の
懸
念
を
伝
え
、
清
朝
と
し
て
対
応
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
た
。
琉
球
処
分

は
日
清
間
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
米
国
前
大
統
領
の
介
入
、
清
露
間
の
伊
犁
問
題
勃
発
に
よ
る
日
露
提
携
説
、
日
清
修

好
条
規
の
改
約
案
（「
一
体
均
霑
」
の
追
加
）
と
、
徐
々
に
そ
の
影
響
が
波
紋
状
に
拡
が
っ
て
い
っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、
明
治
政
府
の
観
点
か
ら
み
た
琉
球
処
分（

（
（

、
日
清
間
に
お
け
る
琉
球
帰
属
問
題（

（
（

、
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琉
球
側
か
ら
み
た
琉
球
併
合（

（
（

と
、
比
較
的
多
く
の
成
果
が
残
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う（

（
（

。
琉
球
問
題
を
め
ぐ
り

北
京
で
総
理
各
国
事
務
衙
門
（
以
下
、
総
理
衙
門
と
略
）
と
宍
戸
璣
全
権
公
使
の
間
で
交
渉
が
始
ま
り
、
そ
の
議
題
は

主
に
分
島
＝
清
朝
へ
の
宮
古
・
八
重
山
二
島
の
割
譲
、
改
約
＝
日
清
修
好
条
規
に
「
一
体
均
霑
」
の
条
項
を
加
え
る
、

こ
の
二
点
に
集
約
さ
れ
た
。
全
八
回
に
わ
た
る
交
渉
の
末
、
分
島
改
約
案
は
妥
結
し
た
。
宍
戸
公
使
と
し
て
は
十
日
後

の
調
印
を
待
つ
の
み
と
な
り
、
総
理
衙
門
と
し
て
は
清
朝
内
で
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
交
渉
は
終
了
し
た
。
そ
の

後
、
清
朝
内
で
は
議
論
が
高
ま
り
、
最
終
的
に
は
清
朝
の
決
断
と
し
て
調
印
の
延
期
、
再
交
渉
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
清
朝
の
対
応
に
対
し
て
、
先
行
研
究
で
は
「
中
変
」「
急
変
」「
豹
変
」
と
評
し
、
そ
の
原
因
を
同
時
進

行
し
て
い
た
伊
犁
交
渉
に
求
め
た
り（

（
（

、
あ
る
い
は
在
清
琉
球
人
に
よ
る
請
願
運
動
に
求
め
た
り
し
て
い
る（

（
（

。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
清
朝
内
に
お
け
る
対
日
外
交
に
つ
い
て
は
李
鴻
章
の
影
響
力
が
大
き
く
、
当
初
は
分
島
改
約
案
に
賛
成
し
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
妥
結
直
前
あ
る
い
は
妥
結
後
に
反
対
に
転
じ
た
と
す
る
点
に
お
い
て
、
先
行
研
究
は
ほ
ぼ
一
致

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
交
渉
が
終
了
し
た
一
八
八
〇
年
十
月
二
一
日
か
ら
調
印
予
定
日
ま
で
の
わ
ず
か
十
日
間
に
清
朝

の
「
中
変
」
の
原
因
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
清
朝
側
の
資
料
を
確
認
す
る
限
り
、
こ
の
十
日
間
で
国
策
を

変
更
す
る
ほ
ど
の
出
来
事
は
確
認
さ
れ
な
い（

（
（

。
こ
の
よ
う
な
総
理
衙
門
や
李
鴻
章
の
対
応
を
「
中
変
」
と
批
判
し
た
の

は
当
時
の
明
治
政
府
側
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
り
、
清
朝
側
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
決
し
て
そ
う
と
も
限
ら
な

い
。
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
の
先
行
研
究
が
清
朝
の
調
印
拒
否
に
つ
い
て
は
「
変
化
」
と
看
做
し
て
い
る
が
、
琉
球
問
題

に
対
し
て
李
鴻
章
が
展
開
す
る
外
交
基
軸
の
一
貫
性
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
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本
稿
で
は
、
李
鴻
章
の
書
簡
や
会
談
に
お
け
る
発
言
に
注
目
し
、
ま
ず
は
「
中
変
」
が
史
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か

を
検
討
す
る
。
た
し
か
に
総
理
衙
門
は
宍
戸
と
の
八
回
に
わ
た
る
交
渉
の
中
で
、
分
島
改
約
に
関
す
る
条
約
案
を
作
成

し
妥
結
し
た
。
先
行
研
究
も
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
後
は
本
件
に
つ
い
て
清
朝
内
で
議
論
が
巻
き
起
こ
り
、
最
終

的
に
は
李
鴻
章
の
上
奏
文
に
基
づ
き
、
分
島
改
約
交
渉
で
妥
結
し
た
条
約
案
の
調
印
拒
否
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
た
。

総
理
衙
門
が
宍
戸
に
対
し
て
、「
再
度
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
調
印
の
延
期
及
び
再
交
渉
を
求
め
た
こ
と
に
対
し

て
、
明
治
政
府
は
「
中
変
」
と
批
判
し
た
。
で
は
、
琉
球
問
題
が
浮
上
し
て
き
た
時
か
ら
、
最
終
的
に
調
印
を
拒
否
す

る
ま
で
、
李
鴻
章
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
明
治
政
府
側
の
観
点
か
ら
分
島
改

約
交
渉
を
見
て
い
る
と
、
李
鴻
章
の
変
化
と
一
貫
性
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
。

次
に
、
い
わ
ゆ
る
日
本
側
か
ら
み
た
「
中
変
」
と
、
清
朝
に
お
け
る
外
交
情
勢
の
変
化
に
伴
う
李
鴻
章
の
政
策
変
更

を
比
較
す
る
。
こ
こ
で
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
分
島
改
約
案
が
竹
添
進
一
郎
か
ら
李
鴻
章
に
提
示
さ
れ
た
時
か
ら
、
李

鴻
章
が
一
度
で
も
日
本
側
が
提
示
す
る
「
分
島
改
約
案
」
に
全
面
的
に
賛
成
の
意
向
を
示
し
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
日
本
側
が
提
示
し
た
「
分
島
改
約
案
」
と
、
李
鴻
章
が
考
え
る
「
分
島
改
約
案
」

に
は
大
き
な
齟
齬
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
李
鴻
章
は
「
分
島
改
約
案
」
と
「
分
島
改
約
交
渉
」
を
分
け
て
考
え
て
い
た
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
検
証
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
日
本
側
は
米
清
貿
易
ル
ー
ト
を
確
保
さ
せ
る
た
め
に
、
宮
古
・
八
重
山
二

島
を
清
朝
に
割
譲
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
一
方
、
李
鴻
章
は
琉
球
処
分
を
朝
鮮
・
台
湾
侵
略
へ
の
足
が
か
り
に
さ
せ
な

い
た
め
に
も
「
琉
球
存
続
」
を
条
件
と
し
た
。
つ
ま
り
、
日
本
側
：
分
島
＝
貿
易
ル
ー
ト
の
確
保
、
李
鴻
章
：
分
島
＝
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琉
球
存
続
と
い
う
構
造
が
水
面
下
に
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
改
約
案
に
つ
い
て
は
、
日
本
側
は
貿
易

ル
ー
ト
の
確
保
の
見
返
り
と
し
て
「
一
体
均
霑
」
の
追
加
を
求
め
て
い
た
の
に
対
し
、
李
鴻
章
は
あ
く
ま
で
も
日
清
修

好
条
規
の
期
限
が
来
た
時
点
で
再
度
交
渉
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
が
示
し
て
き
た

よ
う
に
、
一
見
す
る
と
李
鴻
章
は
竹
添
と
の
事
前
交
渉
で
期
待
し
て
い
た
三
分
割
案
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
意

気
消
沈
し
、
伊
犁
問
題
か
ら
生
じ
る
日
露
提
携
説
の
外
交
危
機
を
排
除
で
き
な
い
ま
ま
、
日
本
側
が
要
求
す
る
分
島
改

約
交
渉
に
仕
方
な
く
応
じ
た
よ
う
に
映
る
。
し
か
し
、
資
料
が
示
す
よ
う
に
、
李
鴻
章
は
竹
添
と
の
会
談
後
も
総
理
衙

門
に
は
一
貫
し
て
琉
球
存
続
あ
り
き
の
分
割
案
の
受
け
入
れ
、
改
約
案
に
つ
い
て
は
拒
否
す
る
こ
と
を
言
い
続
け
て
き

た
。
ま
た
、
李
鴻
章
に
と
っ
て
は
日
本
と
の
分
島
改
約
交
渉
は
竹
添
が
提
示
し
た
「
分
島
改
約
案
」
を
受
け
入
れ
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
伊
犁
問
題
解
決
ま
で
の
時
間
稼
ぎ
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い

て
、
日
本
側
の
「
分
島
改
約
案
を
実
現
す
る
た
め
の
分
島
改
約
交
渉
」
と
、
李
鴻
章
の
「
琉
球
存
続
と
時
間
稼
ぎ
の
た

め
の
分
島
改
約
交
渉
」
を
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

条
約
草
案
は
総
理
衙
門
と
宍
戸
と
の
交
渉
で
作
成
さ
れ
、
①
宮
古
・
八
重
山
を
清
朝
が
管
轄
す
る
、
②
日
清
修
好
条

規
を
改
約
す
る
（
一
体
均
霑
の
追
加
）
こ
と
を
主
な
内
容
と
し
て
、
交
渉
を
終
了
し
て
い
る
。
一
方
、
李
鴻
章
の
発
言

に
注
目
す
る
と
、
何
如
璋
、
グ
ラ
ン
ト
、
竹
添
、
総
理
衙
門
、
一
八
八
〇
年
十
一
月
十
一
日
の
上
奏
文
で
は
、
こ
の
分

割
案
と
改
約
案
の
二
つ
を
セ
ッ
ト
に
し
て
日
本
と
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
推
進
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
伊
犁
問
題
で
緊
迫
し
た
情
勢
の
中
で
も
、
李
鴻
章
は
琉
球
存
続
が
前
提
の
分
割
案
、
改
約
案
に
は
反
対
、
こ
の
点
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を
総
理
衙
門
に
強
調
し
て
き
た
。

従
来
の
研
究
で
は
、
分
島
改
約
交
渉
の
結
果
、
一
度
妥
結
し
た
条
約
草
案
の
調
印
・
批
准
を
拒
否
し
、
再
交
渉
を
要

請
し
て
き
た
清
朝
側
の
対
応
を
「
中
変
」「
豹
変
」「
急
変
」
と
論
じ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
当
時
の
宍
戸
や

井
上
毅
が
清
朝
側
に
対
す
る
批
判
と
日
本
国
内
に
対
す
る
説
明
を
報
告
書
に
残
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
李
鴻
章
に
関

す
る
資
料
を
読
む
限
り
、
少
な
く
と
も
李
鴻
章
が
こ
の
二
つ
を
セ
ッ
ト
に
し
た
条
約
の
調
印
・
批
准
を
す
る
こ
と
に
積

極
的
に
賛
成
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

本
稿
で
は
、
李
鴻
章
の
琉
球
問
題
に
対
す
る
外
交
基
軸
を
関
係
人
物
と
の
書
簡
・
会
談
の
中
か
ら
見
出
し
、
琉
球
問

題
に
対
す
る
政
策
の
変
化
と
一
貫
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

二
．
李
鴻
章
の
琉
球
存
続
政
策

一
八
七
八
年
、
日
本
へ
赴
任
し
た
何
如
璋
は
早
速
琉
球
問
題
に
あ
た
り
、
李
鴻
章
と
総
理
衙
門
に
同
様
の
内
容
を
報

告
し
て
い
る（

（
（

。
何
如
璋
の
主
張
は
次
の
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

①　

�

日
本
が
琉
球
の
清
朝
に
対
す
る
朝
貢
を
阻
止
し
た
こ
と
は
非
常
に
重
大
な
こ
と
で
あ
り
、
日
本
の
琉
球
併
合
の
次

は
朝
鮮
に
及
び
、
た
と
え
今
回
の
琉
球
の
一
件
に
つ
い
て
清
朝
が
譲
歩
し
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
紛
争
は
避
け
ら

れ
な
い
。
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②　

�

清
朝
が
琉
球
の
よ
う
な
小
さ
な
土
地
に
つ
い
て
日
本
と
争
っ
て
い
る
場
合
で
は
な
い
が
、
我
々
が
「
弾
丸
之
地
」

に
つ
い
て
は
争
わ
な
い
、
と
い
う
認
識
を
日
本
側
が
持
つ
こ
と
に
な
る
。

③　
�

こ
の
よ
う
な
方
法
で
解
決
す
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
日
本
が
少
し
で
も
気
後
れ
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、

そ
の
間
は
琉
球
が
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
や
は
り
何
も
言
わ
な
い
よ
り
は
争
っ
た
ほ
う
が
得
る
も
の
は

多
い
。

こ
こ
で
何
如
璋
は
日
本
が
琉
球
を
併
合
し
た
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
先
を
見
据
え
て
、
こ
の
よ
う
な
併
合
の
行
為
が
朝
鮮

に
ま
で
及
ぶ
こ
と
を
最
も
危
惧
し
て
い
る
。
こ
の
危
機
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
日
本
の
朝
貢
阻
止
に
も

の
申
し
、
琉
球
を
存
続
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
最
も
重
視
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

何
如
璋
か
ら
の
報
告
を
受
け
た
李
鴻
章
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

①　

�

琉
球
の
朝
貢
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
は
な
い
が
、
琉
球
の
よ
う
な
朝
貢
国
を
失
え
ば
他
の
国
か
ら
軽
く
見
ら
れ
て
し

ま
う（

（
（

ま
た
総
理
衙
門
に
も
同
様
に
朝
鮮
へ
の
影
響
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

②　

�

琉
球
か
ら
の
朝
貢
が
な
く
な
っ
て
も
特
に
問
題
は
な
い
が
、
日
清
修
好
条
規
第
一
条
に
あ
る
よ
う
に
「
邦
土
」
を

侵
す
よ
う
な
例
を
作
っ
て
し
ま
う
と
、
朝
鮮
に
及
ん
で
し
ま
っ
て
は
黙
っ
て
い
ら
れ
な
い（

（1
（

。

つ
ま
り
、
李
鴻
章
は
琉
球
の
朝
貢
に
つ
い
て
は
あ
っ
て
も
な
く
て
も
よ
い
と
考
え
て
お
り
、
琉
球
か
ら
の
朝
貢
の
存
続

そ
の
も
の
自
体
は
さ
ほ
ど
重
視
し
て
い
な
い
が
、
日
本
の
琉
球
併
合
が
今
後
朝
鮮
に
ま
で
及
ぶ
可
能
性
を
危
惧
し
て
い
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る
。
ま
た
、
何
如
璋
が
提
案
し
た
「
上
中
下
三
策
」
に
つ
い
て
も
触
れ
、
武
力
で
事
を
運
ぶ
の
で
は
な
く
、
交
渉
を
重

ね
て
い
く
こ
と
で
日
本
も
簡
単
に
は
廃
藩
置
県
を
進
め
る
こ
と
は
な
く
、
琉
球
も
存
続
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
下
策
と

は
い
っ
て
も
、
今
日
に
お
い
て
は
適
切
な
方
法
で
あ
る
と
し
て
、
武
力
で
は
な
く
交
渉
に
よ
っ
て
琉
球
の
存
続
を
基
軸

に
し
た
対
日
外
交
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
李
鴻
章
は
何
如
璋
と
総
理
衙
門
に
そ
れ
ぞ
れ
今
後
の
琉
球
問
題
へ
の
対
策
を
講
じ
て
お
り
、
琉
球
か
ら

の
朝
貢
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
は
さ
ほ
ど
な
い
こ
と
（
何
如
璋
に
は
「
中
国
受
琉
球
朝
貢
本
無
大
利
」、
総
理
衙
門
に
は

「
琉
球
地
処
偏
隅
、
尚
属
可
有
可
無
」）、
清
朝
の
外
交
に
お
い
て
琉
球
問
題
は
軽
視
で
き
な
い
こ
と
（
何
如
璋
に
は

「
若
受
其
貢
而
不
能
保
其
国
、
固
為
諸
国
所
軽
」、
総
理
衙
門
に
は
「
設
得
歩
進
歩
緩
例
而
及
朝
鮮
、
我
豈
終
能
黙
爾

耶
」）
等
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
琉
球
問
題
に
よ
っ
て
事
を
荒
立
て
て
戦
争
勃
発
を
招
い
た
り
、
諸
外
国
か
ら
朝

貢
国
を
保
護
で
き
な
い
国
と
し
て
認
識
さ
れ
る
デ
メ
リ
ッ
ト
を
掲
げ
な
が
ら
も
、
朝
貢
阻
止
に
つ
い
て
は
譲
歩
し
て
も

良
い
が
、「
琉
球
の
存
続
」
は
け
っ
し
て
譲
歩
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
李
鴻
章
は
こ
の
時
点
で
す
で
に

「
琉
球
存
続
」
を
対
日
外
交
の
基
軸
と
し
て
お
り
、
戦
争
で
は
な
く
交
渉
に
よ
っ
て
対
応
し
て
い
く
こ
と
を
決
め
て
い

る
。
そ
の
後
、
総
理
衙
門
は
日
本
に
よ
る
「
廃
球
為
県
」
に
関
す
る
内
容
を
上
奏
し
、
正
式
な
形
で
清
朝
内
で
は
琉
球

問
題
に
関
す
る
対
日
外
交
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る（

（（
（

。
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三
．
琉
球
存
続
の
た
め
の
「
自
為
一
国
」「nation

」
論

次
に
、
李
鴻
章
と
前
米
国
大
統
領
・
グ
ラ
ン
ト
（U

lysses�S.�Grant

）
の
会
談
を
検
討
し
て
い
く（

（1
（

。
周
知
の
通
り
、

グ
ラ
ン
ト
は
世
界
周
遊
の
折
に
中
国
と
日
本
を
訪
問
し
、
李
鴻
章
ら
か
ら
琉
球
併
合
に
つ
い
て
事
情
を
聞
く
こ
と
に
な

り
、
日
清
交
渉
の
調
停
を
依
頼
さ
れ
た（

（1
（

。
従
来
の
研
究
で
は
、
主
に
中
国
側
の
資
料
を
基
に
李
鴻
章

—

グ
ラ
ン
ト
の
会

談
が
描
か
れ
、
琉
球
分
割
案
の
出
発
点
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
清
朝
の
資
料
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い

が
、
報
告
形
式
の
資
料
の
性
質
を
考
慮
す
る
と
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
が
真
実
と
は
限
ら
な
い
。
翻
訳
の
問

題
も
あ
れ
ば
、
意
識
的
に
修
正
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
李
鴻
章
と
グ
ラ
ン
ト
が
会
談
の
場
を
設
け
た
と
い
う
こ

と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
米
国
側
の
資
料
も
検
討
の
対
象
と
な
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
中
国
側
と
米
国
側
の
両
方

の
資
料
か
ら
李
鴻
章
の
対
琉
球
問
題
の
外
交
基
軸
を
検
証
す
る
。

ま
ず
、
中
国
側
の
資
料
で
は
、
李
鴻
章
と
の
会
談
の
中
で
、
グ
ラ
ン
ト
か
ら
は
中
国
と
琉
球
の
歴
史
的
な
関
係
、
琉

球
王
は
三
十
六
姓
に
入
っ
て
い
る
の
か
等
の
基
本
的
な
事
実
に
加
え
、
日
本
の
朝
貢
阻
止
に
対
す
る
清
朝
の
対
応
が
確

認
さ
れ
た
。
李
鴻
章
か
ら
は
①
琉
球
は
中
国
に
臣
事
し
て
き
た
し
、
米
国
と
も
通
商
章
程
を
結
ん
で
い
る
→
中
国
の
み

な
ら
ず
、
米
国
の
面
子
も
つ
ぶ
し
て
い
る
、
②
日
清
開
戦
の
可
能
性
の
示
唆
→
米
国
と
清
朝
の
通
商
関
係
に
影
響
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
、
③
琉
球
処
分
は
中
米
条
約
第
一
条
に
抵
触
す
る
→
米
国
と
し
て
も
介
入
す
る
理
由
が
あ
る
、
④

日
清
修
好
条
規
第
一
条
に
抵
触
す
る
→
国
際
的
に
見
て
も
条
約
に
違
反
し
て
い
る
の
は
日
本
の
方
で
あ
る
、
⑤
清
朝
と
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し
て
は
朝
貢
の
有
無
に
つ
い
て
は
言
い
争
う
つ
も
り
は
な
い
（
貢
之
有
無
無
足
計
較
）
等
を
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
て

グ
ラ
ン
ト
か
ら
は
「
琉
球
は
一
国
を
な
し
て
い
る
の
に
、
日
本
は
領
土
拡
大
の
た
め
、
こ
れ
を
滅
ぼ
し
併
合
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
中
国
が
争
お
う
と
し
て
い
る
の
は
土
地
で
あ
り
、
朝
貢
だ
け
を
争
う
の
で
な
い
な
ら
、
理
に
か
な
っ
た
こ

と
。」
と
い
う
言
葉
を
引
き
出
し
た
と
し
て
い
る（

（1
（

。
清
朝
側
の
資
料
を
見
る
限
り
、
李
鴻
章
が
日
本
に
よ
る
琉
球
の
滅

亡
は
日
本
国
内
の
問
題
で
も
な
く
、
ま
た
日
清
間
の
み
の
問
題
で
も
な
く
、
米
国
と
も
深
く
関
わ
る
国
際
的
な
問
題
で

あ
る
と
指
摘
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
グ
ラ
ン
ト
が
李
鴻
章
の
意
向
に
添
う
よ
う
な
発
言
を
述
べ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て

い
る
。

で
は
、
次
に
米
国
側
の
資
料
を
見
て
み
る（

（1
（

。
特
に
、
グ
ラ
ン
ト
が
「
琉
球
自
為
一
国
」
と
発
言
し
た
と
す
る
箇
所
に

つ
い
て
検
討
す
る
。
李
鴻
章
は
グ
ラ
ン
ト
に
米
国
が
琉
球
をindependent�Pow

er

と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

日
本
に
よ
る
琉
球
処
分
は
国
際
法
に
違
反
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
グ
ラ
ン
ト
は
こ

の
ロ
ジ
ッ
ク
の
正
当
性
を
認
め
つ
つ
、
清
朝
と
し
て
は
日
本
に
対
し
て
琉
球
をindependent�Pow

er

と
し
て
交
渉
し

て
い
く
つ
も
り
で
あ
ろ
う
と
考
え
た（

（1
（

。
こ
の
よ
う
な
グ
ラ
ン
ト
の
考
え
に
対
し
、
李
鴻
章
は
琉
球
がindependent�

Pow
er

で
あ
る
こ
と
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
「a�sem

i-dependent�Pow
er

」
で
あ
る
と
付
け
加
え
た
。
さ

ら
に
清
朝
の
属
国
で
あ
り
な
が
ら
も
、
琉
球
に
対
し
て
は
主
権
を
行
使
し
た
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
琉
球
の
自
立

性
を
認
め
て
い
る
、
と
述
べ
た
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
清
朝
側
の
資
料
に
は
グ
ラ
ン
ト
が
琉
球
を
「
自
為
一
国
」
と
発
言
し
た
と
さ
れ
て
い
る
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が
、
米
国
側
の
資
料
で
は
李
鴻
章
が
琉
球
を
「independent�Pow

er

」
で
も
あ
る
し
、
正
確
に
は
「sem

i-

dependent�Pow
er

」
と
発
言
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
米
国
側
資
料
で
は
李
鴻
章
が
琉
球
を
併
合
さ
れ
る
以

前
の
状
態
に
戻
す
こ
と
を
訴
え
（
＝
琉
球
存
続
）、
そ
う
で
な
け
れ
ば
世
界
は
一
国
（
＝nation

）
の
消
滅
を
目
の
当

た
り
に
す
る
で
あ
ろ
う
と
発
言
し
た
と
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
世
界
が
こ
の
よ
う
な
状
況
を
黙
認
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
際
法

に
ど
れ
ほ
ど
の
価
値
が
あ
る
の
か
、
と
あ
く
ま
で
も
国
際
法
の
観
点
か
ら
琉
球
の
存
続
を
前
提
に
し
て
話
し
て
い
る
こ

と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
（「If�that�could�be�done�of�w

hat�value�is�international�law
?

」）。

両
方
の
資
料
を
見
る
限
り
、
ど
ち
ら
が
琉
球
を
一
国
と
み
な
す
と
発
言
を
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
双

方
共
に
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
発
言
を
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
李
鴻
章
自
身
が
発
言
し
た
と
さ
れ
る

「independent�Pow
er

」
と
「sem

i-dependent�Pow
er

」
の
違
い
に
つ
い
て
も
、
漢
文
テ
キ
ス
ト
（
当
事
者
側
）

と
英
文
テ
キ
ス
ト
（
第
三
者
側
）
の
比
較
だ
け
で
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
ま
た
、
李
鴻
章
の
「
一
国
」
と
グ
ラ
ン
ト
の

「independent�Pow
er

」
と
い
う
概
念
が
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
方
の
資

料
に
は
「
一
国
」、「nation

」
を
意
識
し
た
発
言
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
李
鴻
章
自
身
が
日
本
の
琉
球
処
分
に
対
し
て

不
当
性
を
訴
え
て
、「
日
清
修
好
条
規
第
一
条
」、「
中
美
条
約
第
一
条
」、「（
琉
球
）
與
美
国
立
有
通
商
章
程
」
を
引
き

合
い
に
出
し
て
、
琉
球
の
存
続
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
後
、
グ
ラ
ン
ト
一
行
は
日
本
へ
行
き
、
明
治
政
府
に
琉
球
問
題
に
つ
い
て
清
朝
側
の
意
図
を
伝
え
な
が
ら
、
李

鴻
章
と
書
簡
を
通
じ
て
連
絡
を
取
り
合
い
、
日
本
で
の
状
況
を
伝
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
グ
ラ
ン
ト
か
ら
琉
球
問
題
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を
解
決
す
る
た
め
の
具
体
的
な
策
は
提
案
さ
れ
ず
、
絶
え
ず
日
清
和
平
を
訴
え
、
そ
の
た
め
に
は
①
基
本
的
に
お
互
い

が
譲
歩
す
る
こ
と
、
②
何
如
璋
の
文
書
を
撤
回
し
、
交
渉
の
場
を
も
つ
こ
と
、
③
英
国
に
介
入
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
、

主
に
こ
の
点
に
の
み
注
意
を
促
し
て
い
た（

（1
（

。
ち
な
み
に
、
グ
ラ
ン
ト
に
対
す
る
当
時
の
米
政
府
の
見
解
と
し
て
は
、
あ

く
ま
で
も
グ
ラ
ン
ト
は
民
間
人
と
し
て
日
清
両
国
か
ら
相
談
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
米
政
府
と
し
て
の
責
任
は
取

ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る（

（1
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
米
国
側
の
会
談
記
録
に
も
グ
ラ
ン
ト
は
自
身
が
米
国
政
府
を
代

表
し
て
発
言
す
る
権
限
は
な
い
と
明
言
し
て
い
る（

11
（

。

こ
の
よ
う
に
、
李
鴻
章
と
グ
ラ
ン
ト
の
会
談
の
記
録
は
清
・
米
両
国
に
資
料
が
残
っ
て
お
り
、
ど
ち
ら
が
琉
球
を

「
一
国
」
あ
る
い
は
「nation
」「independent�Pow

er

」
と
発
言
・
認
識
し
た
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に

せ
よ
李
鴻
章
は
グ
ラ
ン
ト
の
会
談
や
往
復
書
翰
に
お
い
て
、
常
に
日
本
の
琉
球
処
分
に
対
し
て
国
際
的
な
観
点
か
ら
不

当
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
続
け
、
琉
球
存
続
の
道
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四
．
分
島
改
約
案
と
「
譲
歩
」
の
外
交

グ
ラ
ン
ト
の
清
・
日
訪
問
及
び
琉
球
問
題
へ
の
提
言
に
よ
っ
て
、
日
清
間
の
交
渉
は
再
び
動
き
出
し
た
。
井
上
外
務

卿
は
琉
球
分
島
案
と
一
体
均
霑
の
追
加
の
策
を
セ
ッ
ト
に
し
て
清
朝
と
の
交
渉
を
進
め
る
こ
と
を
決
め
た（

1（
（

。
こ
の
決
定

に
伴
い
、
明
治
政
府
は
竹
添
進
一
郎
を
天
津
に
派
遣
し
て
、
李
鴻
章
と
の
事
前
交
渉
に
あ
た
ら
せ
た（

11
（

。
三
回
に
わ
た
っ
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て
行
わ
れ
た
交
渉
の
論
点
は
次
の
点
に
集
約
さ
れ
る
。
①
琉
球
の
属
国
論
に
つ
い
て
は
双
方
と
も
に
譲
ら
ず
、
②
日
清

和
好
を
交
渉
の
基
軸
と
す
る
、
③
宮
古
・
八
重
山
二
島
を
清
朝
に
割
譲
、
④
日
清
修
好
条
規
に
「
一
体
均
霑
」
の
項
目

を
追
加
す
る
、
⑤
李
鴻
章
か
ら
グ
ラ
ン
ト
が
琉
球
三
分
割
案
を
提
案
し
て
い
る
と
反
論
、
こ
れ
ら
の
点
を
め
ぐ
っ
て
竹

添
と
李
鴻
章
は
議
論
を
交
わ
し
た
。
李
鴻
章
は
琉
球
南
部
二
島
の
分
割
案
が
グ
ラ
ン
ト
か
ら
の
提
案
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
た
た
め
、
竹
添
か
ら
の
提
案
に
対
し
て
は
無
下
に
反
対
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
総
理
衙
門
へ
の
書
簡
の
中

で
、
南
部
二
島
を
中
国
が
も
ら
っ
て
も
仕
方
が
な
い
の
で
、
琉
球
人
に
返
還
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（「
琉
球
南
島

割
帰
中
国
、
似
不
便
収
管
、
只
可
還
之
球
人
、
固
不
能
無
後
患
」）（

11
（

。
事
前
交
渉
を
俯
瞰
的
に
見
る
と
、
あ
た
か
も
竹
添

が
日
露
提
携
を
ち
ら
つ
か
せ
な
が
ら
分
島
案
を
餌
に
し
て
改
約
案
を
提
案
し
、
李
鴻
章
の
三
分
割
案
を
論
破
し
、
李
鴻

章
が
分
島
改
約
案
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
よ
う
に
映
る（

11
（

。
し
か
し
、
日
本
側
が
分
島
案
の
見
返
り
に
改
約
案
を

認
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
う
と
、
分
島
案
が
成
立
し
な
け
れ
ば
改
約
案
ま
で
座
礁
す
る
こ
と
に

な
る
と
い
う
状
況
を
日
本
が
自
ら
作
っ
て
し
ま
っ
た
と
も
言
え
る
。
李
鴻
章
は
こ
の
点
を
見
逃
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
後

も
、
李
鴻
章
は
日
本
と
の
交
渉
を
進
め
る
よ
う
に
指
示
す
る
が
、
あ
く
ま
で
も
琉
球
存
続
と
い
う
条
件
付
き
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
日
本
側
が
提
案
し
た
の
は
分
島
案
（
宮
古
・
八
重
山
の
割
譲
）
+
改
約
案
（
日
清
修
好
条
規
に
一
体
均

霑
の
条
項
を
加
え
る
）
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
李
鴻
章
は
分
島
案
+
琉
球
存
続
案
を
セ
ッ
ト
に
し
て
、
改
約
案
は
延
期

す
る
よ
う
に
と
総
理
衙
門
に
建
言
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
李
鴻
章
は
グ
ラ
ン
ト
の
影
響
を
受
け
て
い
る
分
割
案
を
受
け

入
れ
つ
つ
、
そ
こ
に
本
来
の
目
的
で
あ
る
琉
球
存
続
を
忍
び
込
ま
せ
、
な
お
か
つ
グ
ラ
ン
ト
が
口
に
し
な
か
っ
た
日
清
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修
好
条
規
の
期
限
内
で
の
改
約
案
に
つ
い
て
は
断
固
拒
否
す
る
姿
勢
を
と
っ
た
。
分
島
案
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
日
本

側
の
提
案
に
対
し
て
、
李
鴻
章
は
琉
球
存
続
の
た
め
の
道
具
と
し
て
分
島
改
約
案
を
利
用
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
李
鴻
章
は
琉
球
問
題
に
対
し
て
、「
琉
球
存
続
」
と
い
う
外
交
基
軸
を
掲
げ
て
、
何
如
璋
、
グ
ラ
ン
ト
、

竹
添
、
総
理
衙
門
と
の
や
り
と
り
の
中
で
、
常
に
情
勢
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
琉
球
問
題
は
日
清
間

で
正
式
な
交
渉
の
場
を
設
け
る
こ
と
に
な
り
、
総
理
衙
門
と
宍
戸
公
使
一
行
と
の
間
で
、
い
わ
ゆ
る
分
島
改
約
交
渉
が

開
か
れ
る
こ
と
に
な
る（

11
（

。

五
．「
琉
球
存
続
」
と
い
う
外
交
カ
ー
ド

日
清
間
で
分
島
改
約
交
渉
が
始
ま
る
約
二
週
間
前
の
一
八
八
〇
年
八
月
四
日
（
光
緒
六
年
六
月
二
九
日
）、
曾
紀
澤

は
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
お
い
て
ロ
シ
ア
側
と
会
談
し
、
崇
厚
が
調
印
し
た
リ
バ
デ
ィ
ア
条
約
に
対
し
て
清
朝
と
し
て
は
批

准
で
き
な
い
旨
を
伝
え
た
。
ロ
シ
ア
側
も
一
度
調
印
に
い
た
っ
た
条
約
を
相
手
の
都
合
で
簡
単
に
修
正
す
る
わ
け
に
も

い
か
ず
、
正
式
な
交
渉
を
始
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た（

11
（

。
曾
紀
澤
が
ロ
シ
ア
側
を
説
得
し
、
正
式
交
渉
を
始
め
る
こ
と
が

で
き
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
十
九
日
後
の
同
年
八
月
二
三
日
で
あ
っ
た（

11
（

。
し
か
し
曾
紀
澤
が
提
出
し
た
清
朝
側
の
草
案
を

み
た
ロ
シ
ア
側
は
、
崇
厚
と
調
印
し
た
条
約
が
す
べ
て
水
泡
に
帰
し
、
今
回
の
交
渉
で
は
さ
ら
に
ど
れ
く
ら
い
の
時
間

が
か
か
る
か
わ
か
ら
な
い
、
非
常
に
不
満
で
あ
る
（「
如
此
是
将
従
前
之
約
全
行
駁
了
」、「
崇
宮
保
在
此
與
我
商
議
尚
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用
年
余
、
此
番
商
議
不
知
更
用
若
干
年
也
」、「
我
説
句
実
話
、
今
日
貴
爵
與
我
所
言
甚
不
満
我
意
也
」）
と
し
て
、
交

渉
地
を
北
京
に
移
し
、
こ
の
交
渉
自
体
を
破
談
に
し
よ
う
と
し
た（

11
（

。
そ
の
頃
、
北
京
で
は
す
で
に
分
島
改
約
交
渉
が
始

ま
っ
て
い
た
が
、
こ
の
時
点
で
は
伊
犁
交
渉
は
安
定
ど
こ
ろ
か
、
一
触
即
発
の
危
機
を
迎
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
李
鴻
章
は
グ
ラ
ン
ト
と
の
会
談
、
竹
添
と
の
会
談
、
伊
犁
問
題
に
よ
る
ロ
シ
ア
と
の
軍
事
衝
突
の
可
能
性
と

い
う
一
連
の
外
交
事
案
を
考
慮
し
つ
つ
、
同
年
八
月
二
八
日
、
総
理
衙
門
に
は
宮
古
・
八
重
山
南
部
二
島
で
の
「
琉
球

存
続
」
を
堅
持
し
、
日
清
修
好
条
規
の
改
約
案
に
つ
い
て
は
「
延
期
す
る
こ
と
」
を
述
べ
、
こ
の
よ
う
な
方
法
で
あ
れ

ば
、
現
在
緊
迫
し
て
い
る
ロ
シ
ア
以
外
で
他
に
敵
を
作
る
こ
と
は
な
い
と
し
た（

11
（

。
前
述
し
た
よ
う
に
、
李
鴻
章
は
日
本

に
よ
る
琉
球
処
分
が
今
後
朝
鮮
や
台
湾
に
及
ぶ
こ
と
を
危
惧
し
て
い
た
た
め
、
琉
球
問
題
に
対
し
て
は
琉
球
処
分
を
完

全
に
否
定
す
る
効
果
を
持
つ
「
琉
球
存
続
」
を
実
現
す
る
こ
と
が
前
提
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
期
限
前
の
改
約
と
い
う
前

例
を
作
ら
せ
な
い
た
め
に
も
、
改
約
は
期
日
を
も
っ
て
再
度
話
し
合
う
こ
と
も
も
う
一
つ
の
前
提
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で

李
鴻
章
に
と
っ
て
の
一
つ
の
譲
歩
は
、
宮
古
・
八
重
山
二
島
と
い
う
復
封
の
「
場
所
」
で
あ
っ
た
。
本
来
、
明
治
政
府

の
琉
球
処
分
を
完
全
に
否
定
す
る
た
め
に
は
、
琉
球
本
島
で
の
琉
球
存
続
が
最
も
優
先
さ
れ
る
べ
き
形
で
あ
っ
た
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
分
割
案
が
グ
ラ
ン
ト
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
ま
た
伊
犁
問
題
に
よ
る
ロ
シ
ア
と
の
開
戦

あ
る
い
は
日
露
提
携
の
可
能
性
が
棄
て
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
譲
歩
の
大
き
な
理
由
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
、
総
理
衙
門

へ
の
同
書
簡
に
は
伊
犁
問
題
の
こ
と
に
も
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
リ
バ
デ
ィ
ア
条
約
を
調
印
し
た
崇
厚
を
免
罪
に
し
た
も

の
の
、
条
約
修
正
交
渉
が
も
つ
れ
て
し
ま
う
と
、
交
渉
地
が
ロ
シ
ア
か
ら
北
京
へ
と
移
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
た
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（「
窃
慮
劼
剛
商
及
改
約
、
駁
議
太
多
、
俄
必
艴
然
変
計
、
另
派
専
使
来
京
、
彼
時
更
難
了
局
」）。
つ
ま
り
、
す
で
に
分

島
改
約
交
渉
第
二
回
会
談
（
同
年
八
月
二
四
日
）
が
終
了
し
た
段
階
に
お
い
て
も
、
伊
犁
問
題
は
ま
だ
開
戦
の
可
能
性

を
抱
え
た
大
き
な
外
交
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

李
鴻
章
が
南
部
二
島
で
の
琉
球
存
続
の
必
要
性
、
改
約
拒
否
の
堅
持
を
総
理
衙
門
に
建
言
し
た
日
か
ら
六
日
後
の
同

年
九
月
三
日
、
今
度
は
李
鴻
章
自
身
が
伊
犁
問
題
の
解
決
に
光
が
見
え
て
き
た
こ
と
を
総
理
衙
門
に
伝
え
た（

11
（

。
曾
紀
澤

か
ら
は
す
で
に
正
式
な
交
渉
段
階
に
入
っ
た
こ
と
（「
已
定
逓
国
書
、
開
議
条
約
」）、
ロ
シ
ア
で
は
曾
紀
澤
と
の
会
談

が
友
好
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
（「
言
俄
国
新
報
現
在
中
俄
有
和
好
之
意
、
曾
大
臣
已
面
晤
俄
君
等
語
」）、
ド
イ

ツ
公
使
か
ら
は
伊
犁
交
渉
が
平
和
に
終
結
す
る
と
い
う
情
報
を
得
た
等
々
（「
頃
接
徳
国
巴
使
二
十
七
日
洋
文
函
、
称

此
事
可
望
平
安
了
結
」）、
清
露
開
戦
、
日
露
提
携
の
可
能
性
を
大
き
く
否
定
す
る
情
報
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
当
然

な
が
ら
、
李
鴻
章
の
対
琉
球
問
題
の
政
策
に
も
影
響
を
与
え
た
。
前
回
の
書
簡
で
は
琉
球
の
存
続
に
関
す
る
具
体
的
な

進
め
方
に
つ
い
て
は
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
は
東
京
に
い
る
琉
球
王
を
釈
放
し
君
長
と
し
て
琉
球

に
戻
す
と
な
る
と
、
こ
の
件
は
日
本
の
外
務
省
の
管
轄
で
あ
り
、
容
易
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
た（

1（
（

。
つ
ま
り
、
李
鴻

章
が
こ
こ
で
示
し
て
い
る
の
は
、
改
約
案
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
は
清
朝
側
で
調
整
し
な
い
と
い
け
な
い
事
項
で
あ

る
が
、
東
京
に
い
る
琉
球
王
を
釈
放
し
て
冊
立
さ
せ
る
の
は
、
日
本
側
の
調
整
事
項
で
あ
り
、
琉
球
王
の
冊
立
に
関
し

て
は
清
朝
と
し
て
絶
対
に
譲
歩
し
て
は
な
ら
な
い
と
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
九
月
三
日
の
総
理
衙
門
宛
の
書
簡
に

お
い
て
、
李
鴻
章
は
琉
球
存
続
の
現
実
的
な
問
題
を
述
べ
て
、
分
島
改
約
交
渉
自
体
が
い
か
に
難
し
い
案
件
で
あ
る
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か
、
い
か
に
時
間
を
掛
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
案
件
で
あ
る
か
、
国
内
調
整
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
清
朝
で
は
な
く

日
本
で
あ
る
こ
と
を
再
言
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
分
島
案
の
肯
定
か
ら
否
定
へ
と
意
見
を
変
え
た
わ
け
で
は
な

い
。し

か
し
喜
び
も
つ
か
の
間
、
伊
犁
交
渉
は
難
航
し
、
ビ
ュ
ツ
オ
フ
来
清
の
可
能
性
の
電
報
を
受
け
取
っ
た
の
は
、
そ

れ
か
ら
わ
ず
か
四
日
後
の
九
月
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た（

11
（

。
そ
の
後
、
曾
紀
澤
の
懸
命
な
交
渉
に
よ
り
、
ビ
ュ
ツ
オ
フ
は

ロ
シ
ア
に
戻
さ
れ
、
交
渉
地
が
引
き
続
き
ロ
シ
ア
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
の
が
、
同
年
九
月

三
十
日（

11
（

。
同
年
十
月
十
二
日
、
李
鴻
章
は
総
理
衙
門
に
対
し
て
、
こ
の
機
会
に
妥
協
し
て
も
い
い
か
ら
ロ
シ
ア
で
交
渉

を
し
た
ほ
う
が
い
い
、
ビ
ュ
ツ
オ
フ
が
北
京
に
来
る
こ
と
に
な
る
と
清
露
関
係
の
緊
張
が
さ
ら
に
高
ま
り
、
外
交
面
で

多
く
の
も
の
を
失
う
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
伊
犁
交
渉
で
は
譲
歩
す
る
こ
と
を
強
調
し
た（

11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
李
鴻
章
に

と
っ
て
は
十
月
十
二
日
ま
で
が
伊
犁
交
渉
の
ピ
ー
ク
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
時
ま
さ
に
、
分
島
改
約
交
渉
が

終
了
す
る
九
日
前
で
あ
る
。

こ
の
書
簡
か
ら
一
週
間
後
の
十
月
十
九
日
、
李
鴻
章
は
総
理
衙
門
に
分
島
改
約
交
渉
を
延
期
す
る
よ
う
伝
え
た
。
こ

こ
で
李
鴻
章
は
分
島
改
約
交
渉
の
第
七
回
に
お
け
る
宍
戸
の
発
言
を
取
り
上
げ
、
①
南
島
二
島
を
中
国
に
譲
る
見
返
り

と
し
て
改
約
案
を
求
め
て
い
る
こ
と
、
②
琉
球
王
及
び
子
嗣
ら
は
渡
せ
な
い
が
「
尚
」
の
代
わ
り
に
「
向
」
な
ら
可
能

性
が
あ
る
と
言
う
が
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
天
津
に
い
る
向
徳
宏
を
指
し
て
い
る
と
指
摘
し
た（

11
（

。
特
に
球
王
に
関
し
て
は

「
向
姓
」
を
冊
立
す
る
と
い
う
日
本
か
ら
の
代
替
案
に
よ
る
分
島
案
成
立
の
可
能
性
を
排
除
す
る
た
め
に
、
す
か
さ
ず
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宮
古
・
八
重
山
二
島
に
つ
い
て
は
、
土
地
が
枯
瘠
し
て
い
て
琉
球
が
自
立
し
て
存
続
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
し

て
、「
人
」
の
問
題
か
ら
「
場
所
」
の
問
題
へ
と
焦
点
を
移
し
た（

11
（

。
元
々
、
李
鴻
章
の
外
交
基
軸
は
琉
球
処
分
を
白
紙

に
戻
す
た
め
に
琉
球
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
大
前
提
で
あ
っ
た
た
め
、
グ
ラ
ン
ト
の
介
入
が
影
響
を
受
け
て
い
る
南
部

二
島
分
割
案
を
大
々
的
に
否
定
せ
ず
に
、
琉
球
王
冊
立
と
い
う
「
人
」
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
、
伊
犁
交
渉
が
危
機
を

乗
り
越
え
る
ま
で
の
時
間
稼
ぎ
を
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
交
渉
の
場
が
再
び
ロ
シ
ア
に
戻
さ
れ
た
こ
と
、
宍
戸
が

「
向
姓
」
と
い
う
代
替
案
を
出
し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
南
部
二
島
を
否
定
す
る
カ
ー
ド
を
切
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
事
情
を
踏
ま
え
、
総
理
衙
門
に
は
い
ま
だ
宍
戸
と
妥
結
し
て
い
な
い
の
な
ら
、
交
渉
の
結
論
を
引
き
延
ば
し
た

ほ
う
が
い
い
と
建
言
し
た
の
で
あ
る
（「
尊
処
如
尚
未
與
宍
戸
定
議
此
事
、
似
以
宕
緩
為
宜
」）。
し
か
し
、
総
理
衙
門

は
十
月
二
一
日
、
宍
戸
公
使
と
の
交
渉
を
終
え
、（
一
）
両
島
交
付
酌
加
条
約
専
条
、（
二
）
増
加
条
約
、（
三
）
憑
単
、

（
四
）
附
単
、
以
上
の
条
約
草
案
が
作
成
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
総
理
衙
門
が
上
奏
し
て
い
る
よ
う
に
、
劉
坤
一
、
張
之
洞
、
李
鴻
章
ら
の
意
見
を
ま
と
め
な
が
ら
、「
琉

球
存
続
」
の
点
に
お
い
て
は
皆
同
じ
意
見
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
（「
皆
以
存
球
祀
為
重
、
與
臣
衙
門
争
論
、
此

事
本
意
相
同
」）、
日
本
と
ロ
シ
ア
を
敵
に
回
さ
な
い
た
め
に
も
こ
の
条
約
案
を
調
印
・
妥
結
に
も
っ
て
い
く
こ
と
で
、

琉
球
存
続
の
実
現
、
ロ
シ
ア
の
脅
威
も
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
た
（「
中
国
若
拒
日
本
太
甚
、
日
本
必
結
俄
益
深
、

此
挙
既
已
存
球
並
已
防
俄
、
未
始
非
計
」）（

11
（

。
総
理
衙
門
の
上
奏
文
を
見
る
限
り
、
こ
の
時
点
で
総
理
衙
門
は
「
中
変
」

「
豹
変
」
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
総
理
衙
門
は
宍
戸
と
の
交
渉
で
妥
結
に
い
た
っ
た
「
球
案
加
約
」
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に
調
印
・
批
准
す
る
こ
と
で
、
現
状
の
危
機
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
交
渉
の
地
が
ロ
シ
ア
に
戻
さ
れ
た

こ
と
で
伊
犁
交
渉
が
好
転
し
た
と
判
断
し
た
李
鴻
章
と
は
異
な
り
、
情
勢
が
二
転
三
転
と
変
化
す
る
伊
犁
交
渉
が
安
定

し
て
い
る
と
判
断
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
後
、
清
朝
内
で
さ
ら
に
議
論
が
高
ま
り（

11
（

、
つ
い
に
は
李

鴻
章
に
最
終
的
な
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

同
年
十
一
月
十
一
日
、
李
鴻
章
は
琉
球
問
題
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
上
奏
し
た（

11
（

。

ま
ず
李
鴻
章
は
、
日
本
が
琉
球
を
併
合
し
（「
日
本
廃
滅
琉
球
」）、
そ
の
後
グ
ラ
ン
ト
の
介
入
に
よ
っ
て
分
島
案
が

出
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
総
理
衙
門
に
「
琉
球
存
続
」
の
た
め
に
宮
古
・
八
重
山
二
島
の
分

割
案
を
受
け
入
れ
、
琉
球
人
に
還
す
こ
と
こ
と
を
最
良
の
案
と
し
て
勧
め
て
い
た
が
（「
臣
與
総
理
衙
門
函
商
、
謂
中

国
若
分
球
地
、
不
便
収
管
、
只
可
還
之
球
人
、
即
代
為
日
本
計
算
、
舎
別
無
結
局
之
法
」）、
当
時
は
ま
だ
宮
古
・
八
重

山
二
島
の
土
地
が
痩
せ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
（「
此
時
尚
未
知
南
島
之
枯
瘠
也
」）。
た
だ
、
琉
球
併
合
の
時

は
、
清
朝
が
抱
え
る
情
勢
（
伊
犁
問
題
）
も
あ
っ
て
す
ぐ
に
対
応
で
き
ず
、
現
在
は
ま
さ
に
そ
の
伊
犁
交
渉
が
佳
境
を

迎
え
て
い
る
（「
臣
愚
以
為
琉
球
初
廃
之
時
、
中
国
以
体
統
攸
関
、
不
能
不
亟
與
理
論
、
今
則
俄
事
方
殷
、
中
国
之
力

暫
難
兼
顧
」）
と
し
て
、
琉
球
併
合
時
と
現
在
の
状
況
の
違
い
つ
い
て
触
れ
た
。
現
状
を
鑑
み
る
と
、
日
本
か
ら
の
要

求
を
呑
む
と
多
大
な
損
害
を
被
り
、
拒
む
と
敵
を
作
っ
て
し
ま
う
、
つ
ま
り
交
渉
の
引
き
延
ば
し
こ
そ
が
最
良
の
方
法

で
あ
る
と
し
た
（「
且
日
人
多
所
要
求
、
允
之
則
大
受
其
損
、
拒
之
則
多
樹
一
敵
、
惟
有
用
延
宕
之
一
法
最
為
相
宜
」）。

ま
た
以
前
総
理
衙
門
に
送
っ
た
書
簡
（
十
月
十
九
日
）
に
つ
い
て
も
触
れ
、
①
琉
球
人
の
向
徳
宏
か
ら
の
情
報
に
よ
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り
、
南
島
二
島
で
は
琉
球
が
自
立
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
、
②
日
本
が
琉
球
王
及
び
血
族
を
釈
放
す
る
と
も
限
ら
な

い
こ
と
、
③
こ
の
琉
球
問
題
は
も
っ
と
時
間
を
か
け
た
ほ
う
が
い
い（

11
（

と
し
て
、
そ
の
背
景
を
述
べ
た
。

先
述
し
た
八
月
二
八
日
（「
商
改
俄
約
兼
論
球
案
」）
と
九
月
三
日
（「
俄
防
漸
解
並
議
球
事
）
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
も

わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
時
点
に
な
っ
て
も
伊
犁
交
渉
と
分
島
改
約
交
渉
は
連
動
し
て
い
た
。
前
者
は
緊
迫
し
た
ロ
シ
ア

情
勢
+
南
島
琉
球
存
続
+
日
清
修
好
条
規
改
約
の
拒
否
、
後
者
は
緊
迫
が
解
け
た
ロ
シ
ア
情
勢
+
琉
球
王
の
釈
放
は
難

航
す
る
と
予
測
+
日
清
修
好
条
規
改
約
の
拒
否
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
書
簡
だ
け
で
も
伊
犁
問
題
と
琉

球
問
題
が
連
動
し
つ
つ
、
琉
球
存
続
と
現
時
点
で
の
条
規
改
約
の
拒
否
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
一
貫
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る（

1（
（

。

こ
の
よ
う
に
、
李
鴻
章
は
一
貫
し
て
日
本
の
琉
球
処
分
を
否
定
す
る
た
め
の
「
琉
球
存
続
」
を
外
交
基
軸
と
し
て
お

り
、
分
島
改
約
交
渉
が
終
了
し
た
時
点
で
は
、
宮
古
・
八
重
山
二
島
の
割
譲
を
受
け
て
も
、
土
地
も
瘠
せ
て
い
て
、
琉

球
王
も
釈
放
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
琉
球
存
続
の
意
味
を
な
さ
な
い
た
め
、
こ
の
議
は
引
き
延
ば
し
た
ほ
う
が
い
い

と
し
た
の
で
あ
る
。
李
鴻
章
と
し
て
は
、
分
島
改
約
交
渉
の
開
始
前
後
は
、
そ
も
そ
も
伊
犁
交
渉
が
正
式
な
交
渉
と
し

て
始
ま
る
か
の
不
安
が
払
拭
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
曾
紀
澤
か
ら
伊
犁
交
渉
が
始
ま
っ
た
こ
と
、
一
時
は

ビ
ュ
ツ
オ
フ
が
ロ
シ
ア
か
ら
北
京
に
派
遣
さ
れ
た
が
再
び
ロ
シ
ア
に
戻
さ
れ
た
こ
と
等
の
危
機
を
乗
り
越
え
、
よ
う
や

く
落
ち
着
い
て
き
た
の
が
十
月
十
二
日
。
伊
犁
交
渉
に
安
定
の
兆
し
を
見
出
し
、
日
本
と
の
交
渉
を
遷
延
す
る
よ
う
に

建
言
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
清
朝
の
「
中
変
」、
李
鴻
章
の
「
豹
変
」
を
前
提
と
し
て
分
島
改
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約
案
が
調
印
・
批
准
に
到
ら
ず
、
そ
の
原
因
と
し
て
伊
犁
交
渉
の
好
転
と
琉
球
人
の
救
国
運
動
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
上
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
分
島
改
約
交
渉
が
終
了
し
た
直
後
の
十
日
間
で
伊
犁
交
渉
が
好
転
し
た
わ
け
で
も

な
く
、
こ
の
十
日
間
で
李
鴻
章
が
在
清
琉
球
人
か
ら
起
死
回
生
の
新
情
報
を
得
た
わ
け
で
も
な
く
、
李
鴻
章
自
身
が

「
豹
変
」
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
李
鴻
章
に
と
っ
て
は
、
①
崇
厚
が
調
印
し
た
リ
バ
デ
ィ
ア
条
約
を
変
更
す
る
た
め
の

再
交
渉
の
開
始
、
②
露
公
使
ビ
ュ
ツ
オ
フ
来
清
可
能
性
の
消
滅
、
こ
の
二
点
が
外
交
上
の
転
換
点
と
な
っ
た（

11
（

。
清
朝
の

外
交
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
分
島
改
約
交
渉
と
伊
犁
交
渉
は
確
実
に
連
動
し
て
お
り
、
ま
た
李
鴻
章
が
向
徳
宏
ら

の
在
清
琉
球
人
を
う
ま
く
利
用
し
て
、
日
本
と
の
交
渉
に
臨
ん
で
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う（

11
（

。

六
．
お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
李
鴻
章
の
琉
球
問
題
を
め
ぐ
る
外
交
政
策
は
、
①
琉
球
処
分
の
朝
鮮
へ
の
影
響
を
未

然
に
防
ぐ
た
め
に
琉
球
を
存
続
さ
せ
る
、
②
日
清
修
好
条
規
の
改
約
は
期
日
後
に
再
度
話
し
合
う
、
③
他
国
の
干
渉
を

促
し
公
法
に
基
づ
い
て
処
理
す
る
、
④
伊
犁
交
渉
を
め
ぐ
る
清
露
情
勢
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
が
ら
、「
清
露
開
戦
」

「
日
露
提
携
」
の
可
能
性
を
最
小
限
に
す
る
、
以
上
四
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
四
点
を
軸
に
し
て
改
め
て
李
鴻
章
の
動
き

を
見
る
と
、
琉
球
問
題
に
対
し
て
一
時
的
な
妥
協
に
よ
る
折
衷
案
（
分
島
割
讓
に
よ
る
琉
球
存
続
）
は
確
認
さ
れ
る

が
、「
琉
球
存
続
」
と
い
う
判
断
が
変
化
し
た
こ
と
は
な
い
。
分
島
改
約
交
渉
が
一
旦
は
妥
結
し
た
こ
と
を
日
本
側
の
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脈
絡
で
見
る
と
、
清
朝
の
態
度
は
確
か
に
「
中
変
」
と
映
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
清
朝
に
と
っ
て
も
同
じ
と
は

限
ら
な
い
。
特
に
崇
厚
が
調
印
し
た
リ
バ
デ
ィ
ア
条
約
を
批
准
せ
ず
に
交
渉
の
場
を
再
度
設
け
る
と
い
う
外
交
を
展
開

す
る
清
朝
に
と
っ
て
、
調
印
に
も
到
っ
て
い
な
い
分
島
改
約
案
（
球
案
加
約
）
は
ま
だ
交
渉
段
階
と
判
断
し
て
も
過
言

で
は
な
い
。

分
島
改
約
交
渉
で
は
、
具
体
的
に
琉
王
の
選
出
に
つ
い
て
は
曖
昧
な
ま
ま
終
了
し
た
。
実
際
に
井
上
外
務
卿
も
九
月

二
十
九
日
の
段
階
で
、
尚
泰
は
す
で
に
日
本
人
と
な
っ
て
い
る
か
ら
再
び
琉
球
王
と
し
て
冊
立
す
る
の
は
良
く
な
い

が
、
向
徳
宏
あ
た
り
の
誰
か
別
の
者
を
立
て
る
な
ら
特
に
問
題
は
な
い
、
と
し
て
琉
球
の
存
続
に
つ
い
て
は
折
衷
案
の

よ
う
な
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
た（

11
（

。
ま
た
、
宍
戸
は
交
渉
終
了
直
前
に
も
「
九
分
九
厘
迄
ハ
相
運
候
ヘ
ト
モ
未
タ
半
途
ナ
ル

ハ
只
支
那
ニ
テ
二
島
受
取
候
後
ノ
處
分
ニ
テ
即
チ
球
王
血
統
ノ
一
件
ニ
有
之
」（

11
（

と
し
て
、
最
後
の
問
題
と
し
て
や
は
り

誰
を
琉
球
王
と
し
て
立
て
る
か
に
つ
い
て
は
決
着
が
つ
い
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
清
朝
内
で
い
く
つ
か
の
意
見
が
飛
び

交
い
、
李
鴻
章
が
宮
古
・
八
重
山
の
二
島
に
は
琉
球
存
続
が
難
し
い
こ
と
を
理
由
に
妥
結
の
内
容
を
認
め
ず
、
ロ
シ
ア

と
の
伊
犁
交
渉
の
決
着
を
待
っ
て
か
ら
再
度
取
り
掛
か
る
べ
き
だ
と
し
て
、
遷
延
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
前
述
の
通

り
で
あ
る
。

李
鴻
章
の
狙
い
が
最
初
か
ら
琉
球
存
続
＝
琉
球
処
分
の
否
定
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
竹
添
と
の
会
話
の
中
で

如
実
に
現
れ
て
い
る
。
一
八
八
一
年
十
二
月
十
四
日
、
竹
添
が
李
鴻
章
を
再
度
訪
問
し
、
琉
球
問
題
に
つ
い
て
話
し
合

い
の
場
を
持
っ
た（

11
（

。
分
島
改
約
交
渉
が
途
中
で
座
礁
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
李
鴻
章
が
帰
国
し
た
宍
戸
を
責
め
る
と
、
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竹
添
は
「
宍
戸
公
使
ニ
ハ
少
シ
モ
ヤ
リ
ソ
コ
ナ
イ
無
シ
、
総
理
衙
門
ヨ
リ
一
旦
結
成
シ
タ
ル
約
定
ヲ
違
背
ニ
相
成
リ
タ

ル
ニ
付
、
公
使
ノ
引
上
ケ
ニ
ナ
ル
ハ
当
然
ナ
リ
」
と
反
論
し
、
そ
も
そ
も
清
朝
が
「
中
変
」
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
根

本
に
は
李
鴻
章
の
「
横
矢
」
が
原
因
で
は
な
い
か
と
推
察
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
李
鴻
章
は
「
約
定
ハ
予
ノ
破
ル
所

ナ
リ
」
と
あ
っ
さ
り
と
認
め
な
が
ら
も
、「
併
ル
ニ
決
シ
テ
不
条
理
ニ
非
ラ
ズ
」、「
余
ハ
最
初
ヨ
リ
不
承
知
ノ
事
ヲ
閣

下
ニ
明
言
シ
タ
ル
ニ
非
ス
ヤ
、
一
体
貴
国
ノ
談
判
実
ニ
条
理
無
シ
ト
ス
、
予
カ
不
承
知
ナ
ル
以
上
ハ
タ
ト
ヒ
総
理
衙
門

ニ
テ
議
決
ス
ル
ト
モ
天
子
ヨ
リ
必
ス
我
レ
ニ
御
下
問
有
之
事
故
、
予
ガ
出
来
ヌ
ト
云
フ
事
ハ
決
テ
出
来
ル
事
ナ
シ
」
と

し
て
、
た
と
え
総
理
衙
門
と
の
間
で
一
旦
妥
結
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
件
に
関
す
る
最
終
的
な
決
定
権
は
李
鴻
章
自
身

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
た
。
李
鴻
章
が
日
本
に
求
め
る
と
こ
ろ
は
「
貴
国
ヨ
リ
𦾔
ニ
サ
へ
復
ス
レ
ハ
中
国
ニ
於
テ

異
議
ナ
シ
」
と
琉
球
存
続
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
そ
れ
に
対
す
る
竹
添
の
回
答
は
「
只
今
𦾔
ニ
復
ス
ル
義
ハ
政
体
上

ニ
於
テ
決
シ
テ
出
来
サ
ル
譯
ニ
有
之
到
底
我
政
府
ニ
テ
承
知
ナ
リ
難
シ
ト
愚
考
候
也
」
と
し
て
、
琉
球
処
分
に
よ
っ
て

一
度
決
定
し
た
こ
と
を
覆
す
こ
と
に
な
る
琉
球
存
続
は
難
し
い
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
李
鴻
章
は
「
一
体
均
霑
」
の
追

加
は
あ
く
ま
で
も
琉
球
存
続
が
条
件
と
し
て
引
か
な
か
っ
た
。
ま
た
、「
只
小
サ
ク
ト
モ
琉
球
王
ヲ
置
ク
丈
ケ
ヲ
望
ム

迄
ノ
事
ナ
リ
」
と
し
て
琉
球
の
存
続
を
再
度
強
調
し
な
が
ら
、
宍
戸
を
再
度
交
渉
に
あ
た
ら
せ
る
よ
う
に
述
べ
た
。
興

味
深
い
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
交
渉
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
李
鴻
章
は
伊
犁
交
渉
を
引
き
合
い
に
出
し
、
交
渉
で
妥
結

し
た
こ
と
を
政
府
間
で
再
度
話
し
合
う
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
り
、「
宍
戸
ノ
引
上
ケ
タ
ル
位
ハ
実
ニ
小
事
ナ
リ
」

と
し
て
、
勝
手
に
帰
国
し
た
宍
戸
に
非
が
あ
り
、
も
う
一
度
宍
戸
を
呼
び
戻
し
て
再
交
渉
す
る
こ
と
を
勧
め
た
。
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一
見
す
る
と
、
本
会
談
は
水
掛
け
論
に
陥
り
、
双
方
一
歩
も
譲
ら
な
い
実
り
の
な
い
よ
う
に
映
る
が
、
李
鴻
章
が
発

言
し
た
「
只
小
サ
ク
ト
モ
琉
球
王
ヲ
置
ク
丈
ケ
ヲ
望
ム
迄
ノ
事
ナ
リ
」
と
い
う
考
え
を
引
き
出
せ
た
こ
と
が
、
竹
添
に

と
っ
て
は
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
が
宍
戸
を
再
度
派
遣
し
て
条
件
を
満
た
せ
ば
、「
一
体
均
霑
」
の

件
に
つ
い
て
も
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、
井
上
外
務
卿
は
竹
添
に
次
の
よ
う
な
指
示
を
出
し
た
。

彼
レ
ノ
意
若
シ
當
政
府
ノ
更
ニ
琉
球
王
ヲ
封
立
セ
ン
事
ヲ
望
ム
ニ
在
ラ
ハ　

是
レ
一
旦
廃
シ
タ
ル
藩
王
ヲ
再
立
シ

廃
藩
置
県
ノ
挙
ニ
悖
リ　

現
今
我
国
ノ
政
体
上
不
可
行
ノ
事
ヲ
要
望
ス
ル
モ
ノ
ニ
有
之
候　

且
其
封
立
ス
ヘ
キ
人

ノ
如
キ
モ
必
ス
尚
泰
ヲ
要
ス
ル
ニ
至
テ
ハ
甚
タ
困
難
ノ
儀
ニ
有
之
候

併
シ
此
儀
ハ
不
得
已
ハ
一
時
尚
泰
ニ
暇
ヲ
賜
ヒ
琉
球
ニ
墳
墓
ノ
地
ヲ
見
舞
フ
ニ
託
シ　

夫
ヨ
リ
彼
ノ
切
望
ニ
依
テ

清
国
ニ
転
籍
セ
シ
メ
候
上
ニ
テ
清
政
府
ノ
之
ヲ
封
立
ス
ル
ヲ
黙
認
ス
ル
カ
如
キ
事
ニ
致
シ
候
ハ
ハ　

或
ハ
不
可
ナ

ル
無
カ
ル
ヘ
シ
ト
雖
ト
モ　

是
レ
ハ
万
不
得
已
ノ
手
段
ニ
シ
テ　

可
成
ハ
尚
泰
ノ
子
ヲ
封
立
ス
ル
ヲ
以
テ
満
足
セ

シ
メ
候
様
致
度　

左
ス
レ
ハ
其
者
ヲ
清
国
ニ
転
籍
セ
シ
メ
清
政
府
ヲ
シ
テ
之
ヲ
封
立
ス
ル
ノ
便
宜
ヲ
得
セ
シ
メ
候

様
可
致
ト
存
候　

且
ツ
如
斯
シ
テ
封
立
候
上
ハ
其
国
ハ
全
ク
清
政
府
ノ
保
護
ノ
下
ニ
立
チ　

其
附
庸
タ
ル
ニ
於
テ

毫
モ
異
議
無
之
候（

11
（
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こ
こ
で
井
上
は
大
き
く
譲
歩
し
、「
万
不
得
已
ノ
手
段
」
と
し
て
尚
泰
自
身
を
転
籍
さ
せ
て
で
も
、
李
鴻
章
の
条
件

を
ク
リ
ア
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
譲
歩
に
よ
っ
て
「
一
体
均
霑
」
の
追
加
を
進
め
る
準
備
を
始
め
た
の
で
あ
る
。

一
八
八
二
年
三
月
三
〇
日
の
李
鴻
章
・
竹
添
会
談
に
お
い
て（

11
（

、
双
方
の
最
終
案
が
出
さ
れ
た
。
竹
添
は
「
我
国
ヨ
リ

ハ
二
島
ヲ
中
国
ニ
割
與
シ
中
国
ヨ
リ
尚
氏
ヲ
冊
封
シ
テ
以
テ
中
国
ノ
体
面
ヲ
全
シ　

中
国
ヨ
リ
ハ
各
国
均
霑
ノ
条
ヲ
我

国
ニ
許
シ
以
テ
我
国
ノ
体
面
ヲ
全
ス　

是
ヲ
公
平
ノ
辨
法
ト
存
候
」
と
し
て
、
尚
氏
を
琉
球
王
と
し
て
冊
立
す
る
と
い

う
大
き
な
譲
歩
を
示
す
。
し
か
し
、
李
鴻
章
は
そ
れ
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

二
島
ハ
狭
少
ニ
シ
テ
自
立
ス
ル
ニ
足
ラ
ス　

固
ト
ヨ
リ
琉
王
ノ
受
ケ
肯
ン
セ
サ
ル
所
左
ス
レ
ハ
中
国
ハ
復
封
ノ
虚

名
ヲ
取
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
体
面
ニ
於
テ
缼
ク
所
有
リ　

而
シ
テ
貴
国
ハ
独
リ
均
霑
ノ
実
利
ヲ
得
ル
モ
ノ
ナ
リ　

中
国

人
無
シ
ト
雖
ト
モ
豈
此
ノ
理
ヲ
知
ラ
サ
ン
ヤ

　
　
　

（
中
略
）

琉
王
ハ
早
ク
ヨ
リ
二
島
ノ
冊
立
ス
ル
ニ
足
ラ
サ
ル
ヲ
申
出
タ
リ　

今
改
テ
問
糺
ス
ル
ニ
及
ハ
サ
ル
ナ
リ　

且
ツ
中

国
ハ
琉
球
ノ
祭
ヲ
存
ス
ル
ノ
主
意
ナ
リ　

然
ル
ニ
琉
王
ノ
先
墳
ハ
皆
首
里
ニ
在
リ　

今
其
ノ
先
墳
ヲ
守
ル
事
能
ハ

サ
ル
ハ
琉
王
ノ
実
心
好
マ
サ
ル
処
ナ
リ　

夫
レ
ヲ
無
理
ニ
冊
封
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
体
面
ヲ
全
ス
ル
ト
云
フ
可
カ
ラ
ス

最
終
的
に
李
鴻
章
は
南
部
二
島
で
は
復
封
が
難
し
い
た
め
、
首
里
に
琉
球
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
を
条
件
に
出
し
て
き
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た
の
で
あ
る
。
日
本
側
か
ら
見
る
と
、
そ
も
そ
も
琉
球
処
分
が
国
内
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
清
朝
と
の
交
渉
を
断
っ
て

き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
グ
ラ
ン
ト
の
介
入
に
よ
り
米
清
の
貿
易
ル
ー
ト
を
確
保
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
り
、

宮
古
・
八
重
山
二
島
を
割
譲
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
琉
球
処
分
は
内
政
で
あ
り
、
理
由
も
な
く
日
本
領
土
を

清
朝
に
割
譲
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
た
め
、
貿
易
ル
ー
ト
確
保
に
相
当
す
る
内
地
通
商
権
の
確
保
を
「
一
体
均
霑
」

か
ら
得
よ
う
と
し
た
。
分
島
改
約
交
渉
で
は
尚
氏
を
琉
球
王
に
冊
立
す
る
と
い
う
要
求
に
対
し
て
一
度
は
否
定
し
た
も

の
の
、
改
約
に
こ
ぎ
つ
け
る
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど
琉
球
処
分
の
否
定
と
も
取
れ
る
譲
歩
案
を
打
ち
出
し
た
と
こ
ろ
で
、

最
終
的
に
は
李
鴻
章
か
ら
「
首
里
で
の
復
封
」
を
要
求
さ
れ
た
形
と
な
っ
た
。

一
八
七
八
年
の
何
如
璋
へ
の
返
信
か
ら
、
李
鴻
章
は
一
貫
し
て
朝
鮮
・
台
湾
へ
の
影
響
を
懸
念
し
て
「
琉
球
の
存

続
」
を
主
張
し
て
き
た
。
曾
紀
澤
が
ロ
シ
ア
で
伊
犁
交
渉
を
始
め
、
ビ
ュ
ツ
オ
フ
が
ロ
シ
ア
に
戻
さ
れ
、
交
渉
が
落
ち

着
き
始
め
た
の
が
一
八
八
〇
年
十
月
十
二
日
。
そ
の
一
週
間
後
の
十
月
十
九
日
、
李
鴻
章
は
総
理
衙
門
に
宮
古
・
八
重

山
二
島
で
は
存
続
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
分
島
改
約
交
渉
の
延
期
を
建
言
す
る
。
在
清
琉
球
人
ら
が
南
部

二
島
は
枯
痩
な
土
地
で
あ
る
と
い
う
現
地
の
情
報
を
与
え
た
と
い
う
点
、
あ
る
い
は
彼
ら
が
天
津
に
い
た
こ
と
で
「
琉

球
現
地
の
情
報
」
と
い
う
真
実
味
が
増
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
李
鴻
章
に
と
っ
て
向
徳
宏
の
存
在
は
大
い
に
役
に

立
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
李
鴻
章
は
朝
鮮
防
衛
の
た
め
に
琉
球
処
分
を
否
定
す
る
材
料
を
探
し
て
お
り
、
そ
の
一

つ
が
「
琉
球
の
存
続
」
で
あ
っ
た
。
同
時
に
琉
球
の
存
続
が
日
本
に
と
っ
て
は
難
し
い
こ
と
も
理
解
し
て
い
た
た
め
、

竹
添
と
の
事
前
交
渉
で
は
日
本
側
が
清
露
間
の
伊
犁
問
題
に
つ
け
込
ん
で
改
約
案
を
入
れ
て
き
た
が
、
李
鴻
章
は
分
島
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案
と
改
約
案
の
関
係
を
逆
手
に
取
り
、
分
島
案
に
琉
球
存
続
を
条
件
と
す
る
外
交
基
軸
に
軌
道
修
正
し
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
李
鴻
章
の
琉
球
問
題
に
対
す
る
外
交
基
軸
の
変
化
と
一
貫
性
に
注
目
し
た
。
日
本
側
か
ら
提
示
さ
れ
た
分
島

案
を
拒
否
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
球
王
冊
立
問
題
か
ら
南
部
二
島
枯
瘠
問
題
へ
と
枝
葉
の
変
化
が
あ
る
中
で
、
琉
球

処
分
が
朝
鮮
・
台
湾
へ
と
波
及
し
な
い
よ
う
に
琉
球
の
存
続
に
こ
だ
わ
る
と
い
う
根
幹
部
分
は
一
貫
し
て
い
た
。
枝
葉

の
変
化
の
背
景
に
は
、
①
伊
犁
交
渉
の
好
転
、
②
日
本
側
の
「
尚
姓
」
で
は
な
く
「
向
姓
」
で
の
球
王
冊
立
と
い
う
譲

歩
の
提
案
、
③
在
清
琉
球
人
の
存
在
が
あ
っ
た
。
李
鴻
章
は
伊
犁
交
渉
が
好
転
し
た
と
判
断
し
、
琉
球
人
か
ら
の
情
報

と
い
う
説
得
力
の
あ
る
材
料
で
南
部
二
島
枯
瘠
問
題
を
提
起
し
、
日
本
と
の
交
渉
を
遷
延
す
る
方
向
で
進
め
よ
う
と
し

た
。
奇
し
く
も
同
時
期
に
対
応
を
迫
ら
れ
た
伊
犁
交
渉
と
分
島
改
約
交
渉
を
分
断
す
る
た
め
に
、
前
者
は
譲
歩
し
て
で

も
早
期
妥
結
を
指
示
し
、
後
者
は
情
勢
の
変
化
に
応
じ
て
譲
歩
の
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
変
更
し
な
が
ら
遷
延
す
る
選
択

を
し
た
の
で
あ
っ
た
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
従
来
の
琉
球
処
分
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、
一
度
は
妥
結
し
た
分
島
改
約
交
渉
が
清
朝
に
お

い
て
調
印
・
批
准
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
原
因
と
し
て
伊
犁
交
渉
の
好
転
と
琉
球
人
に
よ
る
救
国
運
動
が
挙
げ
ら
れ
て
い

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
観
点
は
明
治
政
府
側
の
「
中
変
」
と
い
う
視
点
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
お
り
、
実

際
に
清
朝
の
態
度
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
急
変
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
目
が
行
き
届
い
て
い
な
い
。
本
稿
で

は
琉
球
処
分
に
対
す
る
李
鴻
章
の
対
応
に
焦
点
を
当
て
、
李
鴻
章
自
身
は
一
貫
し
て
琉
球
処
分
を
崩
す
た
め
に
琉
球
の

存
続
を
主
張
し
続
け
た
こ
と
、
伊
犁
交
渉
の
動
向
を
見
な
が
ら
総
理
衙
門
に
指
示
を
送
っ
て
い
た
こ
と
、
結
果
と
し
て
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李
鴻
章
の
態
度
に
は
根
本
的
な
「
中
変
」
も
豹
変
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
た
、
李
鴻
章
は
分
島
改
約
案
に
は
反
対
で
あ
っ
た
が
、
分
島
改
約
交
渉
の
実
施
そ
の
も
の
に
は
賛
成
し
て
い
た
。

李
鴻
章
は
琉
球
問
題
に
つ
い
て
「
案
」
と
「
交
渉
」
を
明
確
に
分
け
て
お
り
、
分
島
改
約
案
に
対
し
て
は
、
①
琉
球
存

続
が
実
現
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ゆ
く
ゆ
く
は
朝
鮮
や
台
湾
に
ま
で
侵
攻
が
及
ぶ
、
②
日
清
修
好
条
規
に
「
一
体
均

霑
」
を
加
え
る
こ
と
に
よ
る
デ
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
い
、
こ
の
二
つ
の
理
由
か
ら
反
対
し
て
い
た
。
こ
の
姿
勢
は
北
京
で

分
島
改
約
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
る
間
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
宍
戸
と
の
交
渉
中
、
総
理
衙
門
は
李
鴻
章
か
ら
三
度
の
連

絡
を
受
け
て
い
る
。
一
つ
は
、
南
部
二
島
で
琉
球
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
、
改
約
に
つ
い
て
は
延
期
す
る
こ
と
、
も
う
一

つ
は
、
日
本
に
と
っ
て
琉
球
の
存
続
は
そ
も
そ
も
難
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
清
朝
と
し
て
は
こ
の
琉
球
存
続
と
い
う
ボ

ト
ム
ラ
イ
ン
だ
け
は
死
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
再
度
強
調
し
た
。
最
後
は
、
枯
渇
し
て
い
る
南
島
二
島
で
は
琉
球

の
存
続
は
難
し
い
た
め
、
琉
球
問
題
の
解
決
を
引
き
延
ば
す
よ
う
に
指
示
し
た
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
で
み
る
と
、

表
面
的
に
は
李
鴻
章
が
変
化
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
は
そ
の
根
底
に
は
琉
球
存
続
と
時
間
稼
ぎ
を
基
軸
に

し
て
分
島
改
約
交
渉
を
見
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
は
、
分
島
改
約
交
渉
と
い
う
名
称
は

日
本
側
か
ら
の
視
点
、
あ
る
い
は
交
渉
で
妥
結
し
た
文
面
だ
け
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
李
鴻
章
に
と
っ
て
北
京

で
の
宍
戸
公
使
と
総
理
衙
門
と
の
交
渉
は
「
琉
球
処
分
の
否
定
＝
琉
球
存
続
/
伊
犁
交
渉
の
好
転
ま
で
の
時
間
稼
ぎ
」

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
本
稿
で
は
琉
球
問
題
を
め
ぐ
る
李
鴻
章
の
外
交
基
軸
を
外
交
史
の
観
点
か
ら
再
考
し
た
。

外
交
史
の
実
証
研
究
に
お
い
て
は
、
一
方
の
資
料
の
み
に
頼
ら
ず
、
双
方
の
資
料
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
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る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
特
に
琉
球
問
題
の
よ
う
に
、
関
係
国
が
複
数
い
る
場
合
は
資
料
も
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
及

ぶ
た
め
、
各
国
の
資
料
に
残
っ
て
い
る
言
葉
に
も
細
心
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
治
政
府
側
か
ら
の
視

点
（
琉
球
処
分
、
分
島
改
約
交
渉
、
中
変
等
）
に
加
え
、
清
朝
や
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
調
停
、
仲
裁
、
併

合
、
国
家
、
条
約
等
の
言
葉
の
使
わ
れ
方
や
視
点
の
検
証
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

本
研
究
はJSPS

科
研
費　

18K
12489

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

【
注
】

（
（
）
日
本
外
交
史
の
観
点
か
ら
見
た
研
究
と
し
て
、
我
部
政
男
『
日
本
近
代
史
の
な
か
の
沖
縄
』（
不
二
出
版
、
二
〇
二
一
年
）、
山

下
重
一
『
琉
球
・
沖
縄
史
研
究
序
説
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
九
年
）、
五
百
旗
頭
薫
『
条
約
改
正
史

—

法
権
回
復
へ
の
展

望
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）、
塩
出
浩
之
「
北
海
道
・
沖
縄
・
小
笠
原
諸
島
と
近
代
日
本

—

主
権
国

家
・
属
領
統
治
・
植
民
地
主
義
」（『
岩
波
講
座　

日
本
歴
史
』
第
十
五
巻
所
収
）
が
あ
る
。

（
（
）
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
西
里
喜
行
『
清
末
中
琉
日
関
係
史
の
研
究
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）、
植
田
捷
雄

「
琉
球
の
帰
属
を
繞
る
日
清
交
渉
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
、一
九
五
一
年
）
が
あ
る
。

（
（
）
近
年
の
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
波
平
恒
男
『
近
代
東
ア
ジ
ア
史
の
な
か
の
琉
球
併
合

—

中
華
世
界
秩
序
か
ら
植
民
地
帝
国
日
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本
へ
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
が
あ
る
。

（
（
）
近
代
国
際
関
係
を
俯
瞰
的
か
つ
包
括
的
に
扱
っ
た
研
究
は
今
の
と
こ
ろ
皆
無
で
あ
る
。
当
時
の
東
ア
ジ
ア
情
勢
を
翻
訳
の
観
点

か
ら
読
み
解
い
た
研
究
と
し
て
、
與
那
覇
潤
『
翻
訳
の
政
治
学
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
米
国
・
英

国
・
仏
国
側
の
琉
球
処
分
に
関
す
る
資
料
を
限
定
的
な
範
囲
で
扱
っ
た
最
近
の
研
究
と
し
て
、
テ
ィ
ネ
ッ
ロ
・
マ
ル
コ
『
世
界

史
か
ら
み
た
「
琉
球
処
分
」』（
榕
樹
書
林
、
二
〇
一
七
年
）
が
参
考
に
な
る
。
二
二
七
〜
二
九
五
頁
。

（
（
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
植
田
捷
雄
前
掲
論
文
、
我
部
政
男
『
明
治
国
家
と
沖
縄
』（
三
一
書
房
、
一
九
七
九
年
）
を
は
じ
め
、

多
く
の
先
行
研
究
が
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
具
体
的
に
清
朝
側
の
資
料
と
ロ
シ
ア
側
の
資
料
を
突
き
合
わ
せ
て
、
分
島
改
約

交
渉
と
の
関
連
性
を
導
き
だ
し
て
い
る
研
究
は
な
い
。
曾
紀
澤
の
伊
犁
交
渉
に
つ
い
て
は
、IM

M
A
N
U
EL�C.�Y

.�H
SÜ

,�T
he  

Ili�Crisis:�A

�study�of�Sino-R
ussian�diplom

acy�1871-1881,�O
xford,1965,�pp.153-170,�Chapter�8.�T

he�O
pening�

of�the�N
egotiations�in�St.�Petersburg.�

李
恩
涵
『
曾
紀
澤
的
外
交
』
第
三
章
第
三
節
「
談
判
的
進
行
與
改
訂
新
約
」

一
九
六
六
年
、�

李
之
勤
「
中
国
与
俄
国
的
辺
界
」
下
（
呂
一
燃
主
編
『
中
国
近
代
辺
境
史
』
上　

四
川
人
民
出
版
社
、

二
〇
〇
七
年
）
に
詳
し
い
。
ま
た
、
拙
稿
「
日
清
琉
球
帰
属
問
題
と
清
露
イ
リ
境
界
問
題

—

井
上
馨
・
李
鴻
章
の
対
外
政
策
を

中
心
に

—

」（『
沖
縄
文
化
研
究
』
三
七
、二
〇
一
一
年
）
に
お
い
て
、
明
治
政
府
が
伊
犁
問
題
の
情
報
を
収
集
し
た
資
料
『
伊

犁
地
方
ニ
於
ケ
ル
境
界
問
題
ニ
関
シ
露
清
両
国
葛
藤
一
件
』（
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
）
を
使
っ
て
、
時
系
列
で
分
島
改
約

交
渉
と
の
関
連
性
を
導
き
出
し
た
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
日
本
側
の
資
料
で
あ
る
た
め
、
今
後
は
ロ
シ
ア
側
資
料
の
検
証
が

必
要
で
あ
る
。
岡
本
隆
司
「
駐
欧
公
使
曾
紀
澤
と
ロ
シ
ア

—

『
金
軺
籌
筆
』
を
読
む
」（
岡
本
隆
司
・
箱
田
恵
子
・
青
山
治
世
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著
『
出
使
日
記
の
時
代

—

清
末
の
中
国
と
外
交

—

』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）
で
は
、
ロ
シ
ア
側
の
研
究
・
資
料

と
『
金
軺
籌
筆
』
を
比
較
し
て
伊
犁
交
渉
の
会
談
内
容
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
一
三
七
〜
一
四
七
頁
。

（
（
）
西
里
前
掲
書
。
西
里
は
「
李
鴻
章
は
調
印
予
定
日
を
一
〇
日
も
過
ぎ
た
一
一
月
一
一
日
の
時
点
で
も
、
伊
犂
問
題
を
め
ぐ
る
清

露
関
係
は
ま
さ
に
緊
張
の
た
だ
中
に
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、「
延
宕
の
法
」
つ
ま
り
調
印
引
き
延
ば
し
戦
術
を
採

用
す
べ
し
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
条
約
案
の
妥
結
後
に
清
露
関
係
が
急
に
緩
和
の
方
向
へ
向
か
い
つ
つ
あ
る
と
は
認

識
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
李
鴻
章
は
清
露
関
係
が
緊
張
し
て
い
る
た
め
に
分
島
改
約
案
を
締
結
す
る
必

要
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
清
露
関
係
の
緊
張
が
急
に
緩
和
し
た
た
め
に
分
島
改
約
案
の
調
印
引
き

延
ば
し
が
必
要
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
当
面
、
亡
命
琉
球
人
＝
向
徳
宏
の
泣
訴
に
応
え
、
宗
主
国
と
し

て
の
義
務
を
尽
く
す
た
め
の
方
策
を
模
索
す
る
こ
と
こ
そ
、
李
鴻
章
の
課
題
で
あ
っ
た
。」（
三
八
〇
〜
三
八
一
頁
）
と
し
て
、

李
鴻
章
の
豹
変
や
清
朝
の
政
策
変
更
の
原
因
に
在
清
琉
球
人
ら
に
よ
る
救
国
活
動
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
た
だ
し
、
在
清
琉
球

人
か
ら
の
請
願
書
と
清
朝
の
対
応
の
連
動
性
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
例
え
ば
西
里
自
身
も
「
蔡
大
鼎
は
林
世

功
の
自
決
を
総
理
衙
門
へ
報
告
す
る
と
と
も
に
、
林
世
功
の
認
め
た
前
掲
請
願
書
を
提
出
し
た
。
し
か
し
、
総
理
衙
門
が
受
理

し
た
か
ど
う
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。」（
三
八
五
頁
）
と
し
て
い
る
。
清
朝
側
に
請
願
書
が
届
け
ら
れ
た
の
か
、
畢
竟
す
る

に
琉
球
人
に
よ
る
救
国
活
動
の
清
朝
へ
の
直
接
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

（
（
）
西
里
前
掲
書
。
西
里
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、「
要
す
る
に
、
琉
球
問
題
を
め
ぐ
る
日
清
間
の
正
式
交
渉
の
期
間
（
八
月
一
八
日

〜
一
〇
月
二
一
日
）
に
は
、
清
露
関
係
も
既
に
緊
張
の
ピ
ー
ク
を
過
ぎ
て
外
交
交
渉
の
段
階
に
入
っ
て
お
り
、
分
島
改
約
交
渉
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が
妥
結
し
た
一
〇
月
二
一
日
以
後
の
一
〇
日
間
に
清
露
関
係
が
緊
張
か
ら
緩
和
へ
急
変
し
た
と
い
う
事
実
は
確
認
さ
れ
な
い
の

で
あ
る
。」（
三
二
一
〜
三
二
二
頁
）
と
し
て
い
る
。

（
（
）『
李
文
忠
公
全
集
』
譯
署
函
稿
巻
八
、「
何
子
峩
来
函
」
光
緒
四
年
四
月
二
八
日
/
一
八
七
八
年
五
月
二
九
日
、
二
〜
四
頁
。
ま

た
、
岡
本
隆
司
「
琉
球
問
題
に
関
す
る
李
鴻
章
へ
の
書
翰　

何
如
璋
」（『
新
編
原
典
中
国
近
代
思
想
史
第
二
巻　

万
国
公
法
の

時
代

—

洋
務
・
変
法
運
動
』
所
収
、
一
六
五
〜
一
六
九
頁
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
に
も
解
題
及
び
日
本
語
訳
が
あ
る
。

（
（
）『
李
文
忠
公
全
集
』
譯
署
函
稿
巻
八
、「
覆
何
子
峩
」
光
緒
四
年
四
月
二
九
日
/
一
八
七
八
年
五
月
三
十
日
、
四
〜
六
頁
。
な

お
、
原
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
中
国
受
琉
球
朝
貢
本
無
大
利
、
若
受
其
貢
而
不
能
保
其
国
、
固
為
諸
国
所
軽
、
若
専
恃

筆
舌
與
之
理
論
、
而
近
今
日
本
挙
動
、
誠
如
来
書
所
謂
無
賴
之
横
、
瘈
狗
之
狂
、
恐
未
必
就
我
範
囲
、
若
再
以
威
力
相
角
、
争

小
国
区
区
之
貢
、
務
虚
名
而
勤
遠
略
、
非
惟
不
暇
、
亦
且
無
謂
」

（
（0
）『
李
文
忠
公
全
集
』
譯
署
函
稿
巻
八
、「
密
議
日
本
争
琉
球
事
」
光
緒
四
年
五
月
初
九
日
、
一
〜
二
頁
。
原
文
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。「
琉
人
近
日
更
畏
之
如
虎
、
即
使
従
此
不
貢
不
封
、
亦
無
関
於
国
家
之
軽
重
、
原
可
以
大
度
包
之
、
惟
中
東
立
約
第
一

条
首
以
両
国
所
属
邦
土
不
可
稍
有
侵
越
、
琉
球
地
処
偏
隅
、
尚
属
可
有
可
無
、
設
得
歩
進
歩
援
例
而
及
朝
鮮
、
我
豈
終
能
黙
爾

耶
」

（
（（
）『
清
光
緒
朝
中
日
交
渉
史
料
』
巻
一
、「
総
理
各
国
事
務
衙
門
奏
日
本
梗
阻
琉
球
入
貢
情
形
摺
」（
三
二
）、
光
緒
五
年
閏
三
月
初

五
日
、
三
十
頁
。

（
（（
）『
李
文
忠
公
全
集
』
譯
署
函
稿
巻
八
、「
與
美
国
格
前
総
統
晤
談
節
略
」
光
緒
五
年
四
月
二
三
日
/
一
八
七
九
年
六
月
十
二
日
、
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四
一
〜
四
四
頁
。

（
（（
）
そ
の
プ
ロ
セ
ス
や
グ
ラ
ン
ト
の
役
割
に
つ
い
て
は
す
で
に
先
行
研
究
で
詳
細
に
検
証
さ
れ
て
い
る
。
三
国
谷
宏
「
琉
球
帰
属
に

関
す
る
グ
ラ
ン
ト
の
調
停
」（『
東
方
学
報
』
第
十
冊
第
三
分
、
一
九
三
五
年
）
を
は
じ
め
、「
調
停
」
と
い
う
観
点
で
ほ
ぼ
統

一
さ
れ
て
い
た
。
最
近
の
研
究
で
は
、
箱
田
恵
子
「
琉
球
処
分
を
め
ぐ
る
日
清
交
渉
と
仲
裁
裁
判
制
度
」（『
史
窓
』（
七
七
）、

京
都
女
子
大
学
史
学
会
、
二
〇
二
〇
年
）
が
仲
裁
裁
判
と
い
う
角
度
か
ら
李
鴻
章
の
「
私
擬
公
評
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
詳

細
に
検
証
し
て
お
り
、
当
時
の
国
際
的
背
景
を
反
映
さ
せ
て
周
旋
、
仲
介
・
調
停
、
仲
裁
裁
判
等
の
言
葉
の
使
わ
れ
方
を
明
確

に
分
け
て
い
る
。

（
（（
）
原
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
琉
球
自
為
一
国
、
日
本
乃
欲
呑
滅
以
自
廣
、
中
国
所
争
者
土
地
不
専
為
朝
貢
、
此
甚
有
理
、

将
来
能
另
立
専
條
纔
好
」、
四
三
頁
。

（
（（
）�T

he�Papers�of�U
lysses�S.�G

rant�V
ol.29,�pp.161-168./N

ew

�Y
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erald,�A
ug.�16,�1879,�A
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U
N
D

�T
H
E�

W
O
RLD

:�General�Grant's�M
ediation�Betw

een�China�and�Japan,�p.�4.�

同
箇
所
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
岡
本
隆
司

『
中
国
の
誕
生

—
—

東
ア
ジ
ア
の
近
代
外
交
と
国
家
形
成

—
—

』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
）、
九
二
〜
九
四
頁
に

詳
し
い
。
ま
た
、
岡
本
は
「
清
朝
が
そ
こ
で
最
後
ま
で
譲
ら
な
か
っ
た
の
は
、「
屬
國
」
琉
球
の
復
活
で
あ
り
、
日
本
側
は
そ

れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」、
ま
た
李
鴻
章
が
日
清
修
好
条
規
第
一
条
を
援
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
英
文
テ

キ
ス
ト
で
は
「
李
鴻
章
が
と
り
あ
げ
た
日
清
修
好
条
規
は
、
グ
ラ
ン
ト
か
ら
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
ほ
か
あ
る
ま

い
」、
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
與
那
覇
は
両
テ
キ
ス
ト
を
比
較
し
て
翻
訳
か
ら
琉
球
処
分
を
分
析
し
「
こ
の
意
味
に
お
い
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て
正
し
く
、「
琉
球
処
分
」
時
点
の
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
は
、
国
境
線
と
帰
属
住
民
の
境
界
と
を
一
致
さ
せ
る
と
い
う
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
論
理
を
、
未
だ
翻
訳
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。（
與
那
覇
潤
、
前
掲
書

一
〇
五
〜
一
〇
六
頁
）。

（
（（
）�

原
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。General�Grant�said�the�argum

ent�seem
ed�to�be�sound,�but�it�belonged�to�

diplom
acy.�From

�the�fact�that�the�V
iceroy�quoted�a�treaty�in�w

hich�the�U
nited�States�acknow

ledged�the�

Loochoo�Islands�as�an�independent�Pow
er�he�supposed�that�China�in�dealing�w

ith�Japan�w
as�also�w

illing�

to�regard�them

�as�an�independent�Pow
er.

（
（（
）�

原
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。Loochoo�w

as�m
ade�an�integral�part�of�the�Japanese�Em

pire,�and�unless�

som
ething�is�done�to�restore�things�to�their�form

er�position�the�w
orld�w

ould�see�the�extinction�of�a�nation�

w
ith�w

hich�other�nations�had�m
ade�treaties�for�no�fault�of�its�ow

n,�and�not�as�an�act�of�w
ar.

（
（（
）『
李
文
忠
公
全
集
』
譯
署
函
稿
巻
九
、「
訳
美
前
総
統
幕
友
楊
副
将
来
函
」
光
緒
五
年
六
月
十
一
日
、
十
〜
十
四
頁
/
「
訳
美
国

副
将
楊
越
翰
来
函
」
光
緒
五
年
六
月
三
十
日
、
三
〇
〜
三
二
頁
/
「
訳
送
楊
越
翰
来
函
」
光
緒
五
年
七
月
初
一
日
、
二
九
〜

三
〇
頁
/
「
訳
美
前
総
統
格
蘭
忒
来
函
」
光
緒
五
年
七
月
初
五
日
、
三
二
〜
三
三
頁
/
「
訳
送
格
蘭
忒
来
函
」
光
緒
五
年
七
月

初
五
日
、
三
二
頁
等
が
あ
る
。

（
（（
）FR

U
S,�1881,�M

r.�Blaine�to�M
r.�A

ngell,�N
o.�153,�A

pril.�4,�1881.

（
（0
）T

he�Papers�of�U
lysses�S.�G

rant�V
ol.29,�pp.�199-209
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（
（（
）『
琉
球
所
属
問
題
』
第
一
、「
琉
事
存
案
」
一
八
八
〇
年
三
月
四
日
、
四
八
六
〜
四
九
二
頁
。

（
（（
）
西
里
前
掲
書
、
三
三
五
〜
三
五
二
頁
。
拙
稿
「
琉
球
帰
属
問
題
か
ら
み
る
李
鴻
章
の
対
日
政
策
」（『
琉
球
・
沖
縄
研
究
』
三
、

二
〇
一
〇
年
）。

（
（（
）『
李
文
忠
公
全
集
』
譯
署
函
稿
巻
十
、「
議
球
案
結
法
」
光
緒
六
年
閏
二
月
十
七
日
、
二
六
〜
二
七
頁
。

（
（（
）
西
里
前
掲
書
、
西
里
は
「
か
く
て
、
表
向
き
の
上
奏
文
に
お
い
て
分
島
改
約
案
反
対
の
態
度
を
示
し
て
も
、
李
鴻
章
・
総
理
衙

門
に
は
分
島
改
約
案
を
受
け
入
れ
る
用
意
が
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
三
四
八
頁
。

（
（（
）『
清
光
緒
朝
中
日
交
渉
史
料
』
巻
二
、（
四
四
）「
軍
機
処
伝
知
総
理
各
国
事
務
衙
門
辦
理
琉
球
事
件
上
諭
片
」
光
緒
六
年
六
月

二
四
日
、
二
頁
。

（
（（
）『
金
軺
籌
筆
』（
台
湾
商
務
印
書
館
、
中
華
民
国
五
五
年
）、
一
〜
六
頁
。IM

M
A
N
U
EL�C.�Y

.�H
SÜ

,�

前
掲
書
、
李
恩
涵
前
掲

書
、
李
之
勤
前
掲
論
文
、
岡
本
隆
司
「
駐
欧
公
使
曾
紀
澤
と
ロ
シ
ア

—

『
金
軺
籌
筆
』
を
読
む
」（『
出
使
日
記
の
時
代

—

清
末

の
中
国
と
外
交

—
』
一
三
八
頁
）
を
参
照
。

（
（（
）『
金
軺
籌
筆
』、
六
〜
八
頁

（
（（
）
一
度
調
印
し
た
条
約
を
白
紙
に
戻
す
た
め
の
交
渉
を
開
始
す
る
こ
と
を
伊
犁
交
渉
の
「
第
一
波
」
と
す
る
と
、
曾
紀
澤
が
交
渉

で
清
朝
の
条
約
草
案
を
提
出
し
て
、
ロ
シ
ア
側
が
憤
怒
し
て
交
渉
の
場
を
北
京
に
移
す
と
し
て
交
渉
が
座
礁
を
迎
え
た
時
点
を

「
第
二
波
」
と
看
做
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
点
で
、
伊
犁
交
渉
を
め
ぐ
る
清
露
関
係
の
緊
張
は
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
。

（
（（
）『
李
文
中
公
全
集
』
訳
署
巻
十
一
、「
商
改
俄
約
兼
論
球
案
」
光
緒
六
年
七
月
二
三
日
、
二
八
〜
二
九
頁
。「
似
応
由
中
国
仍
将
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南
部
交
還
球
王
駐
守
、
籍
存
宗
祀
、
庶
両
国
体
面
稍
得
保
全
」、「
至
酌
加
条
約
、
允
俟
来
年
修
改
時
再
議
」、「
倘
能
就
此
定
論

作
小
結
束
、
或
不
于
俄
人
外
再
樹
一
敵
」

（
（0
）『
李
文
中
公
全
集
』
訳
署
巻
十
一
、「
俄
防
漸
解
並
議
球
事
」
光
緒
六
年
七
月
二
九
日
、
三
一
〜
三
二
頁
。

（
（（
）
同
右
。「
置
立
君
長
官
吏
一
節
、
隠
寓
辦
法
在
内
、
自
須
待
其
外
務
省
覆
准
始
能
定
議
」、「
琉
王
覊
留
東
京
、
恐
難
放
還
、
若

另
立
酋
長
択
賢
置
守
亦
大
不
易
」

（
（（
）『
清
季
外
交
史
料
』
巻
二
二
、「
総
署
奏
據
曾
紀
澤
電
稿
俄
外
部
拒
絶
交
渉
另
派
使
赴
北
京
商
訂
摺
」
二
〇
〜
二
三
頁
。
拙
稿

「
日
清
琉
球
帰
属
問
題
と
清
露
イ
リ
境
界
問
題

—

井
上
馨
・
李
鴻
章
の
対
外
政
策
を
中
心
に

—

」（『
沖
縄
文
化
研
究
』

三
七
、二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。

（
（（
）『
李
文
中
公
全
集
』
電
稿
巻
一
、「
曾
候
由
彼
得
堡
来
電
」
光
緒
六
年
八
月
二
六
日
、
二
頁
。

（
（（
）『
李
文
中
公
全
集
』
訳
署
巻
十
一
、「
俄
事
議
請
退
譲
並
請
假
曾
使
便
宜
」
光
緒
六
年
九
月
初
九
日
、
三
七
頁
。「
尊
論
布
策
能

留
與
否
為
緊
要
関
鍵
、
若
該
使
去
而
復
来
、
尤
為
危
険
関
頭
」「
如
課
布
使
回
俄
、
議
約
不
成
、
仍
復
来
華
、
勢
将
決
裂
」「
與

其
潰
敗
之
後
再
行
議
約
、
所
失
更
多
、
何
如
和
好
之
時
豫
存
退
譲
、
補
救
不
少
」

（
（（
）『
李
文
中
公
全
集
』
訳
署
巻
十
一
、「
請
球
案
緩
結
」
光
緒
六
年
九
月
十
六
日
、
三
七
〜
三
八
頁
。「
宍
戸
議
論
球
案
僅
能
帰
我

南
島
、
仍
許
彼
加
約
二
条
。
詢
以
球
王
及
子
嗣
、
堅
称
不
能
交
出
、
乃
謂
球
王
宗
族
避
尚
姓
為
向
姓
、
向
之
人
各
処
皆
有
云

云
、
似
明
指
在
津
之
向
徳
宏
而
言
」

（
（（
）
同
右
。「
然
所
称
八
重
宮
古
二
島
、
土
地
貧
瘠
、
無
能
自
立
」、「
若
照
現
議
、
球
王
不
復
、
無
論
另
立
某
某
、
南
島
枯
瘠
、
不
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足
自
存
、
不
数
年
必
仍
帰
日
本
耳
」

（
（（
）『
清
季
外
交
史
料
』
巻
二
三
、「
総
署
奏
日
本
廃
琉
球
一
案
已
商
議
辦
結
摺
」、
十
五
〜
十
七
頁
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
西
里
は

「
不
思
議
な
こ
と
に
、
総
理
衙
門
は
こ
の
上
奏
文
に
お
い
て
、
李
鴻
章
の
同
年
八
月
二
八
日
付
書
函
と
同
年
一
○
月
一
九
日
付

の
書
函
を
引
用
し
な
が
ら
、
こ
の
二
つ
の
書
函
を
張
之
洞
・
劉
坤
一
の
妥
結
賛
成
論
と
同
様
に
み
な
し
、「
本
意
は
相
い
同
じ
」

な
ど
と
断
じ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
李
鴻
章
の
八
月
二
八
日
付
書
函
は
妥
結
賛
成
論
を
主
張
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
向
徳
宏
の

泣
訴
を
伝
え
た
一
○
月
一
九
日
付
書
函
は
妥
結
延
期
を
要
請
し
て
い
た
こ
と
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
恐
ら
く
妥
結
後
に
一
○

月
一
九
日
付
の
李
鴻
章
の
書
函
を
受
け
取
っ
た
総
理
衙
門
は
、
李
鴻
章
の
豹
変
に
当
惑
し
な
が
ら
も
、
い
っ
た
ん
妥
結
し
た
以

上
、
上
奏
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
ず
、
李
鴻
章
の
妥
結
延
期
論
を
も
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
て
、
妥
結
賛
成
論
で
あ
る
か
の
如
く

引
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。」（
三
七
六
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
が
「
皆
以
存
球
祀
為
重
」
と
い
う
点
に
お
い
て
は
李
鴻
章
も

一
致
し
て
お
り
、
た
し
か
に
妥
結
延
期
を
促
し
て
は
い
る
が
根
本
的
に
は
琉
球
存
続
を
堅
持
し
て
い
る
。

（
（（
）
西
里
前
掲
書
、
三
七
五
〜
三
七
九
頁
。

（
（（
）『
李
文
中
公
全
集
』
奏
稿
巻
三
九
、「
妥
筹
球
案
摺
」
光
緒
六
年
十
月
初
九
日
、
一
〜
五
頁
。

（
（0
）
同
右
。「
近
接
総
理
衙
門
函
述
日
本
所
議
、
臣
因
伝
詢
在
津
之
琉
球
官
向
徳
宏
、
始
知
中
島
物
産
較
多
、
南
島
貧
瘠
僻
隘
、
不

能
自
立
、
而
球
王
及
其
世
子
日
本
又
不
肯
釈
還
、
遂
即
函
商
総
理
衙
門
、
謂
此
事
可
緩
則
緩
、
冀
免
後
悔
」、「
此
議
結
球
案
尚

宜
酌
度
之
情
形
也
」

（
（（
）
箱
田
前
掲
論
文
、
箱
田
は
こ
の
両
書
簡
の
違
い
を
李
鴻
章
の
意
見
が
変
わ
っ
た
と
し
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
「
な
ぜ
わ
ず
か
数
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日
で
李
鴻
章
の
意
見
が
変
わ
っ
た
の
か
、
は
っ
き
り
と
し
た
理
由
は
分
か
ら
な
い
。
・
・
（
中
略
）・
・
日
露
両
方
面
で
の
危

機
を
避
け
る
た
め
「
分
島
」
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
琉
球
復
活
と
い
う
清
朝
の
主
張
と
す
り
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
李
鴻
章

と
し
て
は
、
ロ
シ
ア
と
の
緊
張
が
解
け
る
な
ら
、
急
い
で
琉
球
復
活
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
怪
し
い
「
分
島
」
を
受
け
入
れ
る

必
要
は
な
い
。
・
・
（
中
略
）・
・
李
鴻
章
と
し
て
は
琉
球
復
活
の
原
則
を
堅
持
し
、
イ
リ
問
題
が
落
ち
着
く
ま
で
交
渉
を
引

き
延
ば
す
し
か
手
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
十
八
〜
十
九
頁
。

（
（（
）
拙
稿
前
掲
論
文
「
日
清
琉
球
帰
属
問
題
と
清
露
イ
リ
境
界
問
題

—

井
上
馨
・
李
鴻
章
の
対
外
政
策
を
中
心
に

—

」
を
参
照
。

（
（（
）
た
だ
し
、
李
鴻
章
と
向
徳
宏
の
会
話
記
録
は
管
見
の
限
り
残
っ
て
い
な
い
。
在
清
琉
球
人
ら
に
よ
る
救
国
運
動
の
イ
ン
パ
ク
ト

に
つ
い
て
は
、
清
朝
側
の
資
料
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
（（
）『
琉
球
所
属
問
題
第
二
』、
井
上
外
務
卿
ヨ
リ
宍
戸
公
使
宛
「
対
清
政
策
及
中
山
王
冊
立
ニ
関
ス
ル
件
」、
一
八
八
〇
年
九
月

二
十
九
日
、
一
〇
五
頁
。

（
（（
）『
琉
球
所
属
問
題
』
第
二
、
宍
戸
公
使
ヨ
リ
井
上
外
務
卿
宛
「
二
島
分
割
後
清
国
側
ニ
於
テ
王
ヲ
冊
立
ス
ル
一
義
ニ
関
ス
ル

件
」、
一
八
八
〇
年
十
月
十
三
日
、
一
六
七
頁
。

（
（（
）『
琉
球
所
属
問
題
』
第
二
、
竹
添
天
津
領
事
ヨ
リ
井
上
外
務
卿
宛
「
琉
球
問
題
ニ
関
シ
李
鴻
章
ト
談
話
ノ
概
略
」、
一
八
八
一
年

十
二
月
十
五
日
、
三
八
〇
〜
四
〇
五
頁
。

（
（（
）『
琉
球
所
属
問
題
』
第
二
、
井
上
外
務
卿
ヨ
リ
竹
添
天
津
領
事
宛
「
琉
球
問
題
ニ
関
シ
李
鴻
章
ノ
意
見
探
知
方
ノ
件
」、

一
八
八
二
年
一
月
十
八
日
、
四
〇
九
〜
四
一
〇
頁
。
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（
（（
）『
琉
球
所
属
問
題
』
第
二
、
竹
添
ヨ
リ
井
上
外
務
卿
宛
「
李
鴻
章
ノ
琉
球
問
題
解
決
方
ニ
関
ス
ル
意
向
」、
一
八
八
二
年
三
月

三
十
一
日
、
四
六
八
〜
四
六
九
頁
。
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